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５ 議事録 

○宇賀座長 それでは、定刻でございますので、ただいまより第12回「独占禁止法審査手

続についての懇談会」を開催させていただきます。 

 委員の皆様方には、御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。 

 また、有村大臣は、本日は所用のため御欠席でございます。 

 議題に入る前に、前回の第11回の懇談会で宿題となっておりました事項について、取り

上げたいと存じます。 

 榊原委員と村上委員から公正取引委員会に対して質問がございました、秘匿特権に係る

実務上の問題点、行政調査手続に関する異議申立て等の現状について、公正取引委員会か

ら回答していただきます。 

 続いて、村上委員から、欧州の和解・確約制度の概要、運用実態、評価等について御質

問がありましたところ、これにつきましては事務局で資料を用意していただいております

ので、事務局から簡潔に説明していただきます。 

 それでは、早速、公正取引委員会から簡潔に説明をお願いいたします。 

○松尾公正取引委員会経済取引局長 それでは、御説明させていただきます。 

 前回会合におきまして、榊原委員と村上委員から御質問がありました事項について回答

させていただきます。 

 榊原委員からの御質問でございますが、前回会合において示された秘匿特権に該当する

か否かの判断手続について、審査官が秘匿特権の対象外である、又は実態解明に必要不可

欠であると判断した文書は、事業者が秘匿特権の対象である、かつ、実態解明に必要不可

欠でないと考えていたといたしましても、審査官が封印して一旦持ち帰ってよいという仕

組みであるから、現場で持ち帰ってよいのかの判断に迷うことはないのではないかという

御趣旨の質問であったと理解しております。 

 持ち帰った資料について、秘匿特権の該当性又は立証に必要不可欠か否かを調査官が判

断し、その結果に事業者が不服であっても、公正取引委員会が秘匿特権の対象外である、

又は実態解明に必要不可欠であると判断した文書は、審査官が調査活動に使用してよいと

いう仕組みであるから、持ち帰った後に調査に使用してよいのかの判断に迷うこともない

のではないかという御趣旨の発言もあったかと思いますので、その点も含めて回答させて

いただきます。 

 当委員会といたしましては、御提案いただいた判断方法では大きく３つの問題が生じる

と考えております。 

 １つ目の問題でございますが、榊原委員の御提案は、秘匿特権対象文書に該当するか否

かや実態解明に必要不可欠かどうかの判断は公正取引委員会内部で完結するため、持って

帰ってよい、証拠として使用してよいといった判断において問題が生じることはないので

はないかということでございますが、本案の取消訴訟で秘匿特権について争われること、

後ほど申し上げますとおり、提出命令の取消訴訟が提起されることなどを踏まえますと、
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最終的には裁判所が判断することもあり得ますので、当委員会といたしましては裁判所で

判断されることを念頭に調査を進めるということが大前提ということになります。 

 そのため審査官が立入検査の場で判断に迷ったら持って帰ってよい、調査官が提出され

てきた文書を見て証拠として使用してよいと安易に判断することはできず、秘匿特権の該

当性や実態解明に必要不可欠か否かについて、裁判においても耐え得る証明の可否を慎重

に検討する必要がある。そのため、審査官が判断できるから迷わないということは決して

ございません。 

 実際にそのような証明が可能かどうかという点が２つ目の問題でございます。 

 この懇談会でも、秘匿特権の対象となる文書の範囲、弁護士・依頼者の範囲などについ

て議論があったところでございますが、そのような点が明確でない状況では、審査官が立

入検査の場で秘匿特権の対象を判断することは困難でございます。 

 榊原委員の御提案では、秘匿特権対象文書であっても、実態解明に必要不可欠であれば

提出を命じることができることとなっております。この実態解明に必要不可欠とはどのよ

うな場合なのかという点について、前回会合で提出されました資料におきましては、事業

者の故意が立証に必要な場合、関係者が死亡・退職していた場合と例示されておりますが、

このような場合のみ提出を命じられるといたしましても、実態解明への支障を回避できる

とは考えられません。 

 そこまで限定的な意味合いではないとしても、立入検査が開始された段階は、正に証拠

収集を開始したばかりの段階であり、当該文書のほかにどのような証拠が得られるかも分

からない段階で当該文書が実態解明に必要不可欠かどうかを判断することは不可能でござ

います。 

 この点は審査官が対象文書のリストしか見られない場合のみならず、全ての文書を検査

可能な仕組みとするとしても同様でございます。 

 仮に審査官が必要不可欠だと判断できる場合でも、そのタイミングは証拠が出そろった

調査の最終盤になることが想定され、その段階までは証拠が使用できないといった支障は、

いずれにせよ生じることとなります。 

 事件の担当ではない調査官が実態解明に必要不可欠な証拠であるかどうかを判断するこ

とは、審査官以上に困難なのではないかと考えられます。 

 最後の点となりますが、榊原委員の御提案では、審査官が封印して持ち帰り、調査官が

判断することとなった場合に、事業者が調査官の判断に不服があるとしても、調査官の決

定に従い審査官が調査活動に当該文書を用いることを黙認し、本案の取消訴訟までその問

題を争わないという前提となっております。 

 しかしながら提出命令等について取消訴訟を提起することができるのであれば、事業者

としては、排除措置命令等を待つことなく提出命令の取消訴訟を直ちに提起し、当該証拠

を調査に使用させないように行動することは十分考えられ、少なくとも事業者が提出命令

の取消訴訟の提起をしないという根拠はございません。 
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 提出命令等の処分に対し、本案とは別に取消訴訟を提起できるか否かについては議論が

あると思われますが、秘匿特権対象文書が審査官に開示されない、又は調査において使用

されないことについて、本案の命令の取消しによっては回復されない利益があるとすれば、

提出命令等の処分について、それ自体を訴訟で争えないという制度は事業者の争う権利を

奪うこととなるため、法的手当てをすることを含めて考えたとしても困難ではないかと考

えられます。 

 御提案の内容は、提出が命じられた場合には必ず事業者が命令に従うことが前提となっ

ておりますが、公正取引委員会の調査権限は間接強制である以上、事業者が秘匿特権の対

象であると主張する文書については、物理的に提出を拒否するということはあり得るとこ

ろでございます。 

 それに対し公取委としては、それを秘匿特権の対象外と主張する場合には、提出命令違

反として罰則を適用することを求め、告発を行うことが考えられますが、その場合には事

業者が罰則の適用の是非を刑事訴訟で争う中で秘匿特権の該当性が争われることとなりま

す。 

 すなわち、本案まで訴訟で争われることなく証拠として使用できるという想定は、現実

的ではなく、提出命令を拒否されるか、封印しての提出に応じたとしても、提出命令の不

当性を争う訴訟を調査段階から提起される可能性は十分に考えられ、その場合には少なく

とも裁判所の判断が出るまでは当該証拠を使用することができなくなり、実態解明に支障

が生じることとなります。 

 以上を踏まえますと、当委員会といたしましては、御提案をいただきました秘匿特権の

該当性等の判断方法では実態解明への支障を避けられるものとはならないと考えておりま

す。 

 なお、該当性等の判断方法も重要な論点ではございますが、それ以前の問題といたしま

して、秘匿特権の範囲が明確ではなく、調査に必要な事実が広範に秘匿特権の対象とされ

れば、そのこと自体により実態解明に支障が生じるところでございます。 

 対象となる文書の範囲、弁護士・依頼者の範囲等が明確でない状況では、弁護士や事業

者の方が秘匿特権の範囲を最大限に広く解釈して秘匿特権を主張してくることが想定され、

そのような主張がなされた文書について、証拠能力が最終的に訴訟で否定される可能性が

あるということについても申し上げておきたいと思います。 

 榊原委員からの御質問に対する回答は以上でございます。 

 続きまして、村上委員からの質問について回答させていただきます。 

 供述聴取について、休憩時間が確保されているのか、また、休憩時間中に会社や弁護士

と電話で相談等を行うことは可能なのかとの御質問がございました。 

 この点につきましては、これまでも申し上げてきておりますとおり、供述聴取に当たっ

ては、聴取の状況や供述人の都合等を勘案して適時適切に休憩時間を確保しており、休憩

時間中の行動については原則として制限しておりませんので、供述人が会社や弁護士に相
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談することは可能ということになっております。 

 続いて、現行の審査規則第22条に基づく異議申立制度の運用状況について御質問がござ

いました。 

 この点につきましては、審査官の処分に対する異議申立てはこれまでに５件行われてお

り、直近のものは平成15年に行われております。 

 申立てに対する委員会の決定は、法的措置と共に一括して行われるのではなく、申立て

の都度、個別に行われているところでございます。 

 EUの調査のように報告命令を活用して実態解明を行えばよいのではないか、報告命令を

活用しない理由は何かとの御質問がございました。 

 この点につきましては、これまで申し上げてきたとおり、現行の制度では調査協力への

インセンティブ、非協力へのディスインセンティブが不十分である状況にあり、違反被疑

行為の核心についての事実につき報告命令を出したといたしましても、企業がこれに真摯

に違反被疑行為を報告してくるということは期待できないと考えておるところでございま

す。 

 一方で周辺事実が客観的・外形的にも比較的明らかな事実については、現在でも報告命

令で求めているところでございます。 

 続いて、裁量型課徴金制度の導入について、公正取引委員会は積極的なのか、消極的な

のか、また、和解制度・確約制度に対する評価について御質問がございました。 

 この点につきましては、当委員会といたしましては、第５回会合でも申し上げたとおり、

常に権限を行使して調査を行うのではなく、違反被疑事業者と協調的に事件処理を進める

ことも重要であると考えているところでございまして、裁量型課徴金制度は事業者が当局

の調査に協力するインセンティブを付与するものであり、当局と事業者が協調的に事件処

理を行う領域を拡大するものでありますので、手続保障の観点からも望ましいものである

と考えております。 

 具体的には、当委員会としてはEUのような裁量型課徴金制度を導入して調査協力へのイ

ンセンティブを欧米並みに高め、協調的な事件処理の実現が期待できるようにすることを

目指すべきだと考えてございます。 

 一方で、課徴金につきまして、行政が裁量的にその額を決定するような法制度はこれま

で存在しておりませんし、また、行政にそのような裁量を与えることは許容されないとす

る意見などもございますので、実際に導入するには非常に高いハードルがあると考えてお

るところでございます。 

 村上委員がこれまで提案されているような、カルテルに対しては上限を現行と同じ20％

とし、課徴金額の算定方法を原則として現行のままとするといった案につきましては、EU

の裁量型制裁金のような制度と比べましても、裁量性を導入すること自体へのハードルの

高さは基本的には変わらないものと思われます。 

 その一方で、調査協力へのインセンティブ、非協力へのディスインセンティブを大きく
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高めることにはならないのではないかとも考えておるところでございます。 

 EUの和解制度・確約制度の事実関係につきましては、後ほど事務局から概要の説明があ

るかと存じますが、和解制度・確約制度は直接的に実態解明に資する制度ではございませ

んが、当委員会といたしましては、事件の最終局面で協調的に事件を終結させる仕組みを

取り入れることで、調査のプロセス全体における当委員会の審査官側と企業側の対立的な

構造もおのずと変わってくることが期待できるものと認識しており、望ましい制度である

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、事務局から簡潔に説明をお願いしたいと存じます。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 それでは、お手元の資料１に基づきまして、EU

の和解手続・確約手続につきまして簡単に御説明をさせていただきます。 

 １ページおめくりいただきまして、EUの和解手続でございます。 

 今「和解手続」と日本語で呼んでおりますが、EUでは「セトルメント（settlement）」

と呼ばれているものでございます。 

 この対象になる違反行為というのはカルテル事件でございます。このカルテル事件につ

きまして違反事実等について事業者の同意が得られた場合に、簡略化された手続で処分を

行うというものでございます。 

 基本的な流れは下のフローチャートに書いてあるとおりでございまして、調査が始まっ

た後で、欧州委員会のほうでこれは和解手続に適した事案であると判断した場合には、こ

の話に乗りますかということで事業者に意思の確認をして、乗りたいですということであ

れば、そこで協議が行われます。協議の後で協議を踏まえて事業者から提案がなされる。

その提案を反映した内容で当局が処分案の送付を行ってそれを確認すると、簡略化された

手続で処分が行われるというものでございます。 

 効果といたしましては、３のところに書いてございますが、制裁金が10％減額されると

いうものがございます。かつ、手続が適用されますと処分前手続が簡略化されますのと、

あと、最終的な決定文が出るわけでございますが、その記載が簡略化されるというところ

がございます。 

 メリットといたしましては、お互い簡略化された手続をやりますので、効率化によりリ

ソースが節約できるという点が一つございます。 

 もう一つは、先ほど申し上げました制裁金が10％減額になるという話。 

 決定文の記載が簡略化されるということとの関係でございますが、民事訴訟へのリスク

が軽減されるということも事業者にとってはメリットのようでございます。 

 2010年以降、制度が適用されているわけでございますが、５のところにございますよう

に2010年から本年９月までの間にカルテル事件は25件処理されておりますが、そのうち14

件で和解が適用されているという状況でございます。 
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 １ページおめくりいただきまして、欧州委員会自身がこの制度に対してどういう評価を

しているかということでございますけれども、基本的には双方にとってリソースの節減に

なるということと、事業者にとっては10％の制裁金の減額に加えて手続が迅速化できるの

で、事業者側の評判の低下を最小限に抑えることができるということで、お互いにメリッ

トがあるという評価をしておるようでございます。 

 確約手続でございますけれども、これについては「コミットメント（commitment）」と

呼ばれているものでございます。 

 これは事業者の側から競争上の懸念を解消する措置というものを自主的に申し出て、こ

の内容について欧州委員会が合意をした場合には、約束した措置の実施を法的に義務づけ

る行政処分をするまでの手続のことを言っております。 

 この対象となる事件は、先ほどの和解についてはカルテル事件だと申し上げましたけれ

ども、確約のほうはカルテル以外のものが対象になるということでございます。ですので、

典型的には単独行為のようなものが想定されているということのようでございます。 

 手続につきましては、まず事業者の側から確約手続を適用してほしいという申出がござ

いますと協議が行われます。その確約、つまりこういう改善措置を採りますというものが

事業者の側から出てきまして、それについてパブリックコメントを行った上で、当局のほ

うでクリアができれば確約が決定するというものでございます。 

 効果といたしましては、これは和解手続とは違うところでございますが、まず、違反行

為が存在したかどうかということについては認定をしないということでございます。和解

手続は違反行為の認定をいたしますし、制裁金も取るわけでございますが、確約に関して

は違反行為の認定はしないということですし、制裁金も取らないということでございます。

ただ、事業者の側が約束した措置を実施しない場合には、制裁金又は履行強制金がかかる

ということでございます。 

 お互いのメリットということでございますが、事業者にとっても欧州委員会にとっても

リソースの節約になるということがございますし、事業者の側からすれば、違反行為が認

定されないというところが大きいようでございます。 

 運用状況としては、これまで確約手続の対象となり得る事件が56件あったようでござい

ますが、そのうち35件がコミットメント（commitment）で処理されているということでご

ざいます。 

 評価といたしましては、これは和解と同じようなことでございますが、お互いにメリッ

トがあるので、非常に効果的に競争上の問題を解消できるツールであるという評価を受け

ているようでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明がありました点につきましては、これからの個別の論点の整理に関する

議論とも関連いたしますので、御意見等ございましたら個別の論点の議論の中でお願いし
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たいと存じます。 

 それでは議題に入ります。本日は、これまで議論してまいりました様々な論点のうち、

これまで整理ができていない論点について議論の整理を行いたいと存じます。 

 本懇談会では第７から第11回にかけまして自由討議を行い、大きくは立入検査に関連す

る論点、弁護士・依頼者間秘匿特権に関連する論点、供述聴取に関連する論点、この３つ

に分けて議論してまいりました。 

 毎回委員の皆様で御議論いただいた後、私のほうで、既に幾つかの論点につきましては、

おおむね委員の皆様の意見が一致した事項や懇談会としての方向性などを整理させていた

だきました。 

 これまでに私のほうで整理させていただきました論点の中には、必ずしも全会一致とい

うことにはなっていないものもあり、反対意見等をお持ちの委員もいらっしゃると思いま

すが、それにつきましては、報告書の中でどのように記載するかということでございます

ので、報告書の素案をお示しする際に御議論いただくこととしたいと存じます。 

 まだ十分な議論がなされておらず、方向性が整理されていない論点もあるかと思います

ので、それにつきましては、本日、御議論いただきたいと思います。 

 時間も限られておりますので、皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い

したいと存じます。 

 それでは、これまでの議論におきまして提示された論点と、私からこれまでの懇談会で

お示しいたしました議論の整理を事務局にまとめてもらいましたので、事務局から説明を

お願いいたします。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 それでは、お手元の資料２に基づきまして、こ

れまでの御議論で提示されました論点と、座長からお示しをいただいた整理について、簡

潔に御説明を申し上げます。 

 資料２は、論点といたしましては、立入検査に関連するもの、弁護士・依頼者間秘匿特

権に関連するもの、供述聴取に関連するものということで論点を分けさせていただいてお

ります。 

 立入検査に関連するものといたしましては、弁護士の立会いというものが一つございま

す。これにつきましては、座長のほうからは、立入検査のときの弁護士の立会いについて

は、権利として認めるということではないので、公正取引委員会が弁護士が到着するまで

検査を待つという必要はないわけですけれども、一方で、現状、弁護士の立会いは認めら

れているということでありますので、それを指針において明確化するということでよいの

ではないかという御整理をいただいているところでございます。 

 行政調査に関する予見可能性・透明性の確保との関係で申し上げると、立入検査が具体

的にどういう形で行われるのか、あるいは検査を受けている者がどういうことができるの

かということについて、詳細な指針等を作って公表する。あるいは先ほど申し上げた弁護

士の立会いが認められているということを明確にするということでございます。 
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 検査自体は任意なのか、強制なのかということが分からないという御議論もありました

ので、そういったところを相手方に明確にするということもあろうかと思います。 

 指針については、広く周知をする努力をすると同時に、実際に検査に当たって相手方に

も概要を伝えるということもあってよいのではないかという御整理をいただいているとこ

ろでございます。 

 立入検査当日の留置物の物件の謄写という問題がございますけれども、これについては、

今のところ座長から整理をいただいているものはございません。 

 立入検査当日の供述聴取を実施しないでほしいという御要望が出ておりましたけれども、

これについても、今のところ整理はいただいておりません。 

 提出資料の範囲と目録の記載が不十分であるという意見についても同様でございます。 

 弁護士・依頼者間秘匿特権に関しましては、秘匿特権に意義があり認めるべきという御

意見もあったわけでございますが、制度の拡張解釈や濫用に伴う実態解明機能への懸念が

多く出たということで、現段階でこれを認めることは時期尚早であるけれども、懇談会と

して当該制度を全面的に否定するものではなく、十分検討に値する制度であって、今後の

検討課題として調査権限の強化の問題と並行して議論を進めていく必要がある。こういっ

た議論を踏まえて議論を進めていく必要があるという整理をいただいてございます。 

 供述聴取の関係でございますが、弁護士の立会いに関しましては、そもそも事実を話す

ということなので法的な助言を得る必要がないということで、弁護士の立会いの必要性に

ついては疑問がかなり出たということで、弁護士の立会いを認める方向の報告書をまとめ

ることは困難ではないかということでございます。 

 ただし、聴取に当たっては、きちんと休憩時間を取って、休憩時間には必要があれば弁

護士と相談できるということを担保することは必要ではないかということです。 

 調査の在り方については、任意の供述聴取と審尋がそもそも明確になっていないという

御意見もありましたので、この供述聴取は任意なのか審尋なのかということを明確に相手

に伝えるようにするということでございます。 

 これの議論との関係で調査協力のインセンティブ、あるいは調査非協力のディスインセ

ンティブ、あるいは和解・確約制度についても御議論がございましたけれども、この点に

ついては、今のところ整理はされておりません。 

 録音・録画でございますけれども、これについては限定した形の録音・録画という御提

案もあったわけでございますが、これはやはりそれが表に出ることによる供述人の萎縮効

果ということで懸念が出ているということでありますので、この懇談会で導入すべきだと

いう提言をするだけの合意はできていないのではないかという整理をいただいているとこ

ろでございます。 

 予見可能性・透明性の確保との関係でございますが、これは先ほど来、出ておりますよ

うに、きちんと休憩時間を取って、休憩時間には弁護士と相談できるということを担保す

る。あるいは任意の供述聴取か審尋かということを相手方に伝えるようにするということ
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でございます。 

 メモの録取、調書作成時における写しの交付、自己負罪拒否特権につきましては、今の

ところ整理はいただいていないというところでございます。 

 供述調書の作成過程の改善という問題がございまして、これに関しては、聴取に対する

不満や苦情についての申立ての機会について、現状よりもっと充実したしっかりしたもの

にしていくべきではないかという整理をいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 本日は及川委員、河野委員、榊原委員、矢吹委員から資料が提出されておりますので、

五十音順で、まずは及川委員から提出資料について簡潔に御説明をお願いしたいと存じま

す。 

○及川委員 資料３－１が私の意見でございます。 

 本日提出させていただきましたのは、私は全国中小企業団体中央会という中小企業の支

援機関で、日々、中小企業からいろいろな御相談を受けるという仕事をしております。何

よりも大切なことは、中小企業が独禁法違反を起こさないようにということだと思ってい

ます。 

 それには詳細な指針というものを是非オープンにしていただいて、それを支援機関等が

中小企業に周知徹底・啓発していくことが中小企業のコンプライアンス強化に重要だとい

う動機から提出をさせていただいた次第でございます。 

 したがいまして、詳細な指針ということで、具体的にどのように記載されるのか、プラ

スアルファとしてこういう要望を是非指針の中に盛り込んでくださいということで、以下、

下記について述べております。 

 １つは立入検査でございます。 

 （１）の上３つが、中小企業に是非告知をしていただきたいという観点から書いたもの

でございます。間接強制であることの意味ですとか、弁護士の立会いが認められますよと、

ただし、立ち会うまでは立入検査を拒むものではないということをはっきり明示する。あ

るいは事業者に対して、事業者が資料の廃棄や隠匿ですとか、そういった調査妨害を行っ

た場合には罰金の適用があり得るということをはっきり書いておくということが重要だと

思っています。 

 下の２つのポツのほうはコピーについてでございますが、一番下のポツは、立入検査翌

日以降は公正取引委員会の事務局で資料のコピーができるということを書いていくことが

重要だと思っています。 

 コピーができるということを指針に単に書いてあるということだけでなく、それを担保

することが重要だと思いまして、（２）に更に指針に記載すべき事項ということで、公正

取引委員会の資料作成が容易になるように、公正取引委員会に是非コピー機を常設してい

ただきたいということです。 
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 こういった指針ができることによって、必要性があるものについては、しっかり予算要

求をしていただいて物的環境整備を是非図っていただきたいという思いから、ここに加え

させていただいた次第でございます。 

 ２．は物件提出命令についての要望でございます。 

 私どもから見ますと、再三この場で申し上げていますけれども、法務部門を持たない中

小企業にとって、特に成長している中小企業にとっては外部の専門家の活用というのは極

めて重要でございます。特に弁護士等の法的意見を求めるということが重要なものですか

ら、ここは秘匿特権を認めるかどうかの議論を切り離していただいて、この指針にこのよ

うな形で盛り込んでいただきたいという思いから書かせていただいたものでございます。 

 ３．は「任意の供述聴取について」でございます。 

 （１）の上２つのポツは、先ほどの中小企業に告知をしていただきたいという観点から

書いたものでございます。 

 ３番目、４番目のポツについては、供述人が供述調書の訂正の申立てを行った場合、公

取委はその旨を記録に残すことを明示することについてです。 

 次のポツですが、公取委の調書の訂正申立てに応じない等の事情がある場合には、事業

者が不服申立てできるということを明示していただくということでございます。 

 これはパブコメでもそうだったのですけれども、私どもの会員である中小企業から来る

不満のナンバーワンというのが、訂正をしていただきたいということを何回申し上げても

なかなか応じてくれないことです。結局、平均15時間ぐらいの長時間にわたって聴取され

るということに対しての不満があるということでございます。 

 次の１時間半から２時間おきを目途に休憩時間をということなのですけれども「目処

に」というのを書かせていただきましたのは、別に３時間ではだめだということではなく

て、特に本人が了解いただければ集中的に４時間でも結構だと思います。「目処」にとい

うのは、事案に応じてという意味で書いた次第でございます。 

 （２）の要望事項でございますけれども、先ほどの不満ナンバーワンという事項が、訂

正をお願いしてもなかなか応じていただけなくて、平均的に15時間という長時間の聴取が

行われていることと、ちょっと裏腹でもあるのですが、（２）の要望の１つ目のポツでご

ざいますけれども、事業者は、公正取引委員会の円滑な調査を妨げない範囲に限り、対象

も従業員への聴取に関する録音。 

 例えば、従業員のためにということで、従業員がここは録音を止めてくださいと言った

ら、もう録音しないというようなきめ細かな工夫をこの指針に盛り込んでいただいて、録

音を明記すること。 

 休憩、こちらは休憩時間までの記憶喚起のための最低限のメモの録取でございます。労

を取っていただいて公取委の事務局から、平均４から５時間という聴取の時間と、休憩時

間は３年間で平均しますと1.2時間ということになると思いますが、要は、４時間、５時

間の聴取で１回の休憩ということですので、それをずっと記憶にとどめておいて、なおか
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つ、聴取にきっちり答えるというのはなかなか難しいのが実態ではないかと思います。 

 先ほど不満ナンバーワンと申し上げたことと裏腹でございますけれども、ここが私ども

中小企業団体としてのナンバーワンの要望事項でございます。 

 以下、審尋につきましては、書いてあるとおりでございます。 

 私からは以上でございます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 五十音順ですと次は河野委員なのですけれども、河野委員は遅れて出席の御予定と伺っ

ておりますので、続きまして、榊原委員から提出資料について簡潔に御説明をお願いした

いと存じます。 

○榊原委員 資料３－３の１枚の短いものです。 

 まず、取りまとめ方についてですけれども、１のところで附則とか附帯決議、わざわざ

私が申し上げるまでもないことではあると思いつつも、ここで「事件関係人が十分な防御

を行うことを確保する観点」と拡充していくという観点からという注文が付いて、必要が

あれば所要の措置となっていますし、附帯決議のほうはもう少し具体的だと思いますけれ

ども、具体例を出して「防御権の行使を可能とするため」という目的がはっきり書かれて、

弁護士の立会いや供述調書の写し等の実施について前向きにということで、いずれも拡充

の方向で検討することが強く求められていたはずではないかと思います。 

 ヒアリングで多くの経済界や日米欧の弁護士からも同様な声が聞かされたということだ

と思いますし、パブコメについても防御権の拡充を求める声が非常に多かったと思います。 

 圧倒的な声であったということで、宿題の課され方、ヒアリング、パブコメという３つ

だけを見ますと、本来であれば防御権の拡充の方向になる。私はこの懇談会に参加したと

きには、ならないということが普通はあり得ないのではないかと思って参加をしたわけで

すけれども、結果としては残念ながら拡充に反対される委員が常に何名かいらっしゃると

いうことが理由で、結局はできることをできますというガイドラインを作りましょうとい

うことについては反対はされていなくて、でも、それは当たり前なわけですね。今もでき

ることをできますねという確認をするのですが、新しい権利を創設するとか、制度導入と

いうような形で防御権の拡充について宿題が出ていたわけですけれども、その宿題に関し

てはゼロであるという取りまとめ方になりつつあるのではないかなと思います。 

 個別の論点でいいますといろいろありますが、単純に全体を俯瞰しますと、Ａについて

前向きに検討しろと言われている中で、ＡとＢの意見があるけれども、反対意見があるか

ら結論はＢだというのは普通に考えてちょっとおかしいなと思うのです。ＡにもＢにもな

らないということであればまだ理解はできるのかなということで、報告書をまとめていた

だくときには、その点も正確に反映していただく必要があると思いますし、残された時間

は短いですけれども、本当に100、０でいいのですか。この宿題とかヒアリング、パブコ

メ、委員の半数以上が認めるべきだと言ったものについても、残りの半数の人が反対だっ

たら、なしですねということでいいのでしょうかという問題提起をさせていただきたいと
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思います。 

 ２つ目で、新たな権利や制度の導入については、反対意見が複数あるので、Ｂがあるか

らＡにはならないということだと思うのですけれども、では現行法の解釈上で一定限度で

きるということについては、できるということに反対をされる方が余りいらっしゃらない

ので、そこの論点、例えば録音などについて、現在、ICレコーダーを従業員が持ち込んだ

りしていることというのは割とあると聞いています。 

 それを公取委の方が認識されているのか、されていないのかは分かりませんけれども、

そうしたものについて、提出命令とか、出頭命令とか審尋とか、命令とは別にそれを没収

したりするということは恐らく現行法上はできないとなると、法的に禁止する根拠もない

のではないかなと思います。 

 メモについても、集中できないからだめなのだというような反対の理由をおっしゃって

いて、円滑に調査ができないということなのでしょうけれども、そうではない範囲のこと

を禁じる根拠というのはやはり現行法上も特にないのではないかなと思いましたので、そ

ういった点については今まで特に議論がなされていないので、議論されてはどうかという

ことです。 

 いろいろ積み残しの論点があると思うのですけれども、どれに時間をかけるのかという

意味では、やはり防御権の拡充がお題ですから、それが優先的に議論されるべきではない

かと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○宇賀座長 それでは、続きまして、矢吹委員から提出資料について簡潔に御説明をお願

いしたいと存じます。 

○矢吹委員 直前でしたけれども、昨日付けでお送りしました。 

 少し誤字がありますので、修正の上で公開資料としてはそちらを使っていただきたいと

思います。 

 私の意見は３枚にわたりますが、これまでの皆さんの御意見を受けまして、弁護士・依

頼者間秘匿特権についてはコンセンサスができていないので見送りという結論だと理解し

ています。 

 事情聴取の録音・録画、弁護士の立会いについても、必要性についてのコンセンサスが

ないということで、制度化はしないということになったと思います。 

 今回の懇談会では、大きな論点となった制度については、いずれも策定しないというこ

とになったと私は理解しているのですが、自分自身はこれを推進しようと考えていたので

大変残念なことだと思います。 

 私の意見は議事録にはとどめていますけれども、きちんとした形で歴史に名を残したほ

うがいいと思いまして、この意見書を付けさせていただきました。 

 先ほど榊原委員もおっしゃったように、もともとこの懇談会設置というのは、附則であ

るように、防御権の保障について、事件関係人が十分に防御を行うことを確保するという
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観点から所要の措置を講ずる、そして委員会の附帯決議でも前向きに検討すると指示され

ているということから設置されたと理解しています。 

 他の委員の方がおっしゃったように「必要があると認めるときは」とか「我が国におけ

る刑事手続や他の行政手続との整合性を確保しつつ」という前置きがあるということは分

かるのですけれども、それらを考慮しつつ、そうした法益と調整して新たな制度を策定す

るということが政府に付託されていると理解すべきなのではないか。 

 であるから、導入しないということではなくて、調整して新たな制度を何とか作ってほ

しいというのが国民が政府に付託したことではないかと思います。この懇談会でいずれも

時期尚早だということについては、このような国会からの付託をどのように考えるのでし

ょうかということを疑問形式で書かせていただきました。 

 パブリックコメント・参考人聴取についても、内閣府でパブリックコメントに付して多

くの意見が寄せられて、現行制度の問題点を具体的に指摘して、新たな制度の策定を要望

されています。また、懇談会に来ていただいた参考人の複数の方からも、現在の実務の問

題点が指摘されて、改善を求める意見が出されています。 

 こういったパブリックコメントに寄せられた意見というのは、委員の方の中には、問題

を感じている人から来る意見であって多くの人はそうは考えていないなど、パブリックコ

メントそのものに対する問題点の指摘もあり、また、参考人からの意見も含めて結局は考

慮されることなく上記の結論に至りました。 

 確かにこの懇談会は、委員の方々が自由な意見を闊達に述べて政府に意見を具申すると

いう諮問機関でありまして、必ずしもパブリックコメントに寄せられた意見や参考人から

の意見に縛られることはもちろんないのです。しかし、余りにこれらの意見を考慮しない

で委員個人の意見を集約して結論を出すということは、私どもも政府から役目を担ってい

るわけですから、その懇談会の役割としてよいのかという疑問を持ちました。 

 ３つ目にグローバルスタンダードという視点ですけれども、私は今回のこの懇談会には

非常に期待していましたが、大きな点はやはり日本もグローバルスタンダードを考慮した

制度にしていかなければいけないのではないかということです。弁護士の立会いについて、

他のアジアの国々でも多く認められていますし、弁護士・依頼者間秘匿特権についても、

それを認める範囲に違いはあっても多くの国で承認された制度と言えます。 

 アジア競争法当局のトップ会合が先々週にありまして、アジアの17か国か19か国の当局

者が東京に来て、先週のIBAのセッションが行われ私も参加しました。例えば裁量的な課

徴金等も、アジアで日本だけが持っていない。それは日本の制度としては難しいというだ

けで、ますます日本だけが孤立していくということを考えざるを得ないわけです。 

 したがって、今、公正取引委員会の評価レートも高く、信頼や評価も得ていますけれど

も、今後もシンガポール等のアジアの国々に後れを取ることになりはしないかという危機

感を持たざるを得ません。 

 後でお話ししますが、外部の人がこの懇談会について書いたMLexの記事をたまたま２、
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３日前に受領して、私も外からはこう見られているのだなと思いましたので、御紹介した

いと思います。 

 次に、実態解明ですけれども、多くの方が実態解明に支障を来すと言われていましたが、

他方で、参考人の複数の方、また、私も言及しましたが、公正取引委員会のストーリー審

査については何の御意見も述べられていません。村木事件のような刑事事件では顕著なよ

うに、これが実態解明の大きな支障になっていると思います。 

 それを防止するために審尋をしたらどうかということについては、これは実務では非常

に難しい制度で一切行われていないということで、これを原則とすることは現実ではない

ということも御意見として言われています。それであれば、本当の意味で実態解明という

ことが本当になされることになるのかという疑問を私は持ちます。 

 私も含めて懇談会委員全員が実態解明の重要性は共有しているところですけれども、現

在の事情聴取の方法で本当に実態解明がなされているかどうかについて、どのようにお考

えかと思います。盲目的に捜査機関や審査機関の行うことに間違いはないと信じてその問

題点に目をつぶる危険はこの懇談会にもあるのではないでしょうか。 

 世界的には、実態解明は無理やり話させるのではなくて、任意で協力させる方法で事実

と証拠を提出させて実態解明を図るという制度が主流です。このように制度全体を考えて

いく必要はないかと思います。 

 最後に、このMLexの記事ですが、これはたまたま私が今週の初めに、一緒に仕事をして

いるアメリカの弁護士から、こういう記事があったのだけれどもどうかと送られてきた記

事で、私もこのワーキンググループの一員だと言ったら驚かれたわけです。 

 MLexは向こうのメディアですが、これを見ますと「Abe Fellowship for Journalist」

というファンドを得て書かれた記事のようですけれども、この中でも「government-

sponsored working group」というのは私たちのことですが、１ページ目の１段落目で、

このグループが国際的なスタンダードに従って制度を改正しようと考えて策定されたけれ

ども、そんなに問題は簡単なものではないと記載されています。 

 ３段落目で、日本のbusiness communityとかlawyerは、やはり審査手続がデュープロセ

スに欠けているのではないか。やはりtransparency、透明性とか公正性がヨーロッパとか

米国のスタンダードにマッチしていないのではないかということを懸念されているから、

この懇談会は設けられたのではないかと書いています。 

 もう少しで終わりますが、３枚目の一番下のこれは弁護士・依頼者間秘匿特権ですけれ

ども、米国では認められているし、ヨーロッパでも限定して認められていることについて、

日本では全く認められていないので、公取委の審査の段階では、弁護士のアドバイスを記

載されたレポートとかＥメールが立入りの際に留置されると言われていて、多くのパブリ

ックコメントが、公取委に対して弁護士とのコミュニケーションを守るべきであると促し

ていますよということが論じられており、それに対するコメントも若干書かれています。 

 ４ページの３行目では中島公正取引委員会事務総長のコメントも書いてありまして、要
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約しますと、実態解明と新しい国際的なスタンダードにフェアネスとデュープロセスの点

からマッチする制度を実態解明とバランスを取って作っていかなければいけないというこ

とをおっしゃっています。 

 以上のようなところで、この記事の最後に、この懇談会は、そもそも構成員を見れば意

見が一致するはずもなく、そのまま何も作らないのではないかという全体の印象を書かれ

ています。 

 最後の段落ですけれども、これは上杉元公正取引委員会事務総長のコメントが幾つか入

って、審尋を設けたほうがいいというような話も書いてありましたが、これも同じように

上杉さんのコメントとして、新しくグローバルスタンダードに向かって制度を作っていか

なければいけないのではないか、世界的なカルテルの調査、多くの法域では同じスタンダ

ードで調査するということになっていて、これと違う方法をそのまま維持することが、世

界的な調査に日本は貢献することへの桎梏になるのではないか、障害になるのではないか

というような懸念も示されているところです。 

 ちょっと長くなりましたけれども、こういうことがこの懇談会が外のメディアから言わ

れているということも踏まえて御議論いただければと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それでは、河野委員の資料につきましては、事務局から簡潔に説明をお願いしたいと思

います。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 お手元の３－２に基づきまして、河野委員の御

意見を簡潔に御紹介申し上げます。 

 河野委員の意見は４点でございます。 

 １つ目でございますけれども、これは以前から河野委員がおっしゃられていますが、企

業による独禁法違反行為によって、価格の引上げ、サービスの低下によって被害を受ける

のは消費者・国民であって、日本社会であるという話でございます。 

 また、米国・EUと比べて日本の独禁法違反に対する制裁の水準は低く、公正取引委員会

の調査権限も決して強いとは言えないという御認識でございます。 

 さらに、適正な手続を確保することは大切だけれども、談合やカルテルなど秘密裏に行

われる違反行為に対する実態解明機能を現状より引き下げてしまうことは適切ではないと

いうことで、実態解明に及ぼす影響を慎重に検討する必要があるというお考えでございま

す。 

 ２つ目、改正法の附則第16条との関係でございますけれども、これに関しては「『必要

があると認めるときは』所要の措置を講ずるものとする」という記載がございますので、

これは防御権の導入ありきでどのように導入するかを検討するものではなく、防御権が必

要かどうかを再検討する必要があることを規定したものであるという御理解でございます。 

 ３番目で、弁護士の立会いや録音・録画につきましては、現行法の解釈上認められるも
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のであるので議論すべきではないかという御意見もあるようでございますが、これらの手

続保障の是非に関する議論は、公正取引委員会の実態解明機能とのバランスの観点から懸

念が示されているということだから、認められないということではないのかという御意見

でございます。 

 ４番目で、これは指針の作成に関してということだと思いますが、指針につきましては、

具体的な詳細や実際の運用については、最終的には事件審査を行っている公正取引委員会

で報告書の内容を踏まえて、実態解明機能に支障が生じないような表現・内容を慎重に検

討すべきであるという御意見でございます。 

 以上でございます。 

○宇賀座長 それでは、事務局の作成資料を参考にしていただきながら議論を進めたいと

存じます。 

 特に議論の順番は問いませんので、御意見のある方は挙手をお願いします。 

 では、川島委員、どうぞ。 

○川島委員 ありがとうございました。 

 私からは、指針等に記載するべき事項と、あわせまして標準的な行政調査手続の内容、

流れを公表することについて意見を申し上げます。 

 今回、及川委員が非常に簡潔にこの指針等へ記載する事項についてまとめていただきま

したので、これも参照いただきながら、一つは、おおむねこの内容に賛成するということ

と、追加も検討いただきたいということを申し上げたいと思います。 

 賛同する内容としましては、１の（１）のそれぞれの項目。そして、裏面になりますが、

３の（１）、これについては、２番目の弁護士の同席、録音を希望というのを除外したそ

れぞれの項目であります。そして、４の（１）の項目、これらについては、現状、公正取

引委員会の調査において運用上行われているということ、また、今回の議論を通じて特段

支障はないというように私は受け止めておりまして、これらの内容を指針等に記載すべき

と考えます。 

 更に言いますと、１のコピー機の常設についても検討していただけたらと思っておりま

す。 

 これらに加えて、３点、追加について検討いただきたいと考えております。 

 １点目は、適切な調査時間の設定についてであります。 

 前々回の懇談会で舟田座長代理から、取調べの不当性は内容よりも繰り返し延々とやる

ことにある。やられるほうになってみるとたまったものではないというお話がございまし

た。私も全くそのように認識しております。 

 供述人の精神的・肉体的負担への配慮という観点からは、休憩時間の確保に加えて、１

つの事件当たりの回数の制限を設けることが望ましいと思います。しかし、これが技術的

に難しいのであれば、１日当たりの調査時間の制限、例えば原則４、５時間だとか、こう

したことを設けることも検討に値すると考えます。 

17 

 



 公正取引委員会におかれましても、供述者に配慮して適切な時間管理を行っているとい

うことだと思いますので、それらを具体的に指針等でどのように書き込めるのかというこ

とを御検討いただきたいと考えております。 

 ２点目は、苦情申立制度の導入についてであります。 

 及川委員の資料では、訂正に関して不服申立てを行うということが記述されております。

仮にこれが苦情申立制度を想定されているということであれば、訂正に応じないという以

外にも、休憩時間の確保、長時間に及ぶ取調べ、執拗な呼出し、圧迫的な調査、これらに

ついて供述者の精神的・肉体的負担・苦痛に配慮する観点から含める必要があると考えま

す。 

 付け加えますと、これらの苦情申立制度は、結果の公表についても重要であることを付

言しておきたいと考えます。 

 ３点目は、供述調書作成時の取扱いについてであります。 

 今回の法改正に伴いまして、公正取引委員会が従業員に対する任意の供述聴取・審尋を

行う場合には、供述に際して当該従業員に、処分前手続で供述調書を会社に閲覧・謄写さ

れる可能性があるということを告知する必要があると考えております。その旨を行政調査

に係る規則や指針などに明記するとともに、調査現場において適切な運用がなされるよう

公正取引委員会での検討をお願いしたいと考えております。 

 もう一つの意見は、標準的な行政調査手続の内容の流れを公表することについてであり

ます。 

 以前も申し上げましたが、これらの標準的な行政調査手続の内容・流れを図や映像で分

かりやすくまとめたものをホームページで公表したり、あるいは講習会で用いる。そうい

ったようなことで、行政調査においてできること、やってはいけないことを分かりやすく

示すということは行政調査を円滑に進めることにも役立つと考えておりますので、その点

についても御検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 青柳委員、どうぞ。 

○青柳委員 先ほど意見の取りまとめ方について御意見がありましたので、そのことに関

して私の意見を述べさせていただきたいと思います。 

 座長が前回及び前々回に意見の取りまとめを行われましたが、私は、これまでのこの懇

談会の議論の経過と内容からして妥当なものだと考えております。 

 先進諸国の一員である我が国においては、競争秩序維持政策の実効性の確保もグローバ

ルスタンダードを目指して行われなければならないと考えます。 

 手続保障ということも重要なことですが、それは行政の実効性確保とバランスを取って

実現されなければならず、その際には、我が国における経済取引の実態、独禁法の現行法

の仕組みを踏まえ、かつ、我が国におけるほかの諸制度との整合性を念頭に置いて検討さ
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れなければいけないと思います。 

 座長が取りまとめられました意見というのは、こうした検討の結果として出てきたもの

であると私は理解しております。先ほど出ておりました改正法附則第16条の趣旨でござい

ますけれども、私が先ほど申し上げたような検討をしてくれという趣旨であり、この取り

まとめは附則第16条の趣旨に反するものではないと考えます。 

 もう一つ意見を述べさせていただきます。手続の透明化のために指針を作って公表して

いただく必要があるということが皆さんの御意見でありますが、その中身をどうするかと

いうことに関しては、これまでの運用を書面化して公表していただく。その検討の中で、

改善すべき点があれば改善していただくということではないかと思います。 

 指針の詳細まで全部決めるということはこの懇談会の任務の範囲を逸脱していると思い

ますので、この懇談会としては、ガイドラインの大綱を決め、あるいは要望を出して、そ

の趣旨を踏まえて適正なガイドラインが作成されるのを期待するということではないかと

思います。 

 以上でございます。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 中川委員、挙手されていましたね。 

○中川委員 及川委員が出された資料に関連して、私自身もよく分からないところがあり

ますので、公取委に伺いたいことがあります。及川委員の資料３－１の２ページ目で最も

中小企業の不満が多いとおっしゃった、任意の供述聴取において調書の訂正に応じてくれ

ないということなのですけれども、任意調査だといった場合、私自身もよく分からないの

ですが、向こうが任意で来てぺらぺらとしゃべったものを聞いてしまった以上は、それは

もう公取委の情報であって、相手が今から撤回したいと言っても、関係ないと言っても任

意調査の範囲なのか、それとも、任意調査だから、向こうが今言ったことは消してくれと

言えば、行政側も消さなければいけないのか。 

 もし後者であればこの問題はすぐ解決するわけで、「私が今言ったことを撤回します」

と言えば、それで撤回しなかったら任意調査を超えているということになる。それは審尋

なのかという話になってくるわけなのです。けれども、他方で、たまたま聞き取ったこと

を行政が書き留めたものを、何でその人が消せと言ったから行政の手元からも消さなけれ

ばいけないのかというと、必ずそうしなければならいのかどうか。そもそも任意調査とい

うのはどうなのだというのは結構難問かなという感がしてきたのですけれども、公取委に

急にこんなことを振ってあれかもしれませんが、任意調査と言いながら、相手方が今言っ

たことは取り消しますと言ったものを取り消さないというのは任意調査の範囲かどうか、

この答え次第で随分問題が簡単なのか難しいのかが変わってくると思うのです。 

○小室公正取引委員会審査局審査企画官 では、お答え申し上げます。 

 任意の事情聴取に関する御質問をいただきましたので、実際にどうやっているかという

ことについてお答えいたしますと、第５回の懇談会の私どもの説明の資料にもあったかと
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思うのですけれども、任意調査におきましては、話していただいたことを私たちのほうで

書面にまとめる。最後は読み聞かせて、読んでいただいて、納得するといいましょうか、

これは正しいということになりましたら書面に押印していただくということになりますの

で、そういう意味では、相手方のほうが納得しなければ残念ながら書面に押印されないと

いうことになりますので、手続上はそのようになっているということでございます。 

○宇賀座長 今のお答えでよろしいですか。 

○中川委員 そうしますと、調査相手が納得しなければ書面としては残らないし、聞いて

しまったことも証拠としては使わないということでよろしいのであれば、及川委員のおっ

しゃった最大の不満というのは、それは事業者側がうんと言わなければいいだけだという

ことで、現状で直ちに解決できるということになるのではないでしょうか。つまり、自分

の権利は自分で守ってくださいということになるのだろうと思います。 

○矢吹委員 その点、私は事情聴取を受けた多くの従業員の話を聞いていると、確かに最

後は読み聞かせて署名させて、そして、審査官の聴取ですから審査官も署名します。それ

で出すわけですが、とにかく一つの表現に何日も呼んで、そう書くのはあなたが言ったこ

とでしょうと言われて、いや違いますと言っても、１日かけて同じ１行だけを何度も議論

するということもありますし、要するに、従業員のほうが根負けをしてしまうということ

もある。 

 前にお話ししたように、これはあなたの調書ではなくて審査官の調書なのだから、審査

官が聞いたことを書いているのであって、あなたが言うことを書くのではないですよと言

う人もいるし、実際に読み聞かせて署名したことが果たして本当に任意なのかということ

は、通常の素人の従業員の方が何日も呼ばれて、今やっている私の事件でも、毎週２日間、

月に４日か５日呼ばれて、時間は適正に９時半ぐらいから遅くても８時ぐらいまでに終わ

って、お昼御飯を食べるだけの十分に時間を取っていただいていると思いますが、日にち

にしてそういった日数を毎月数か月にわたって呼ばれると、だんだんと根負けしてしまう。 

 同じことを何度も聞かれていることについて、数を制限したほうがいいのではないかと

いう川島委員のおっしゃることは、正にそのとおりで、任意性を本当に担保するための制

度を作っていただければ、それを指針に書いて、任意なのだから、中川先生がおっしゃっ

たように、記憶に違うということであれば書き直してもらえるということを書いてくれれ

ば多くの論点は終わるのではないか。それがそうでないから問題なのであって、指針に書

いてそうしていただければ、実態解明に本当に資すると思います。 

○中川委員 それをちゃんと弁護士さんがアドバイスしてくださいということなのですよ

ね。何度も会社に帰っているのだったら、その間に話ができるわけですから、ここで根負

けしたらあなたの負けですよということは言えるわけですよね。 

 濫用だということになりますと、そこは正に任意性を超えているというわけなので、そ

のあたりを指針に書いて確認するということかもしれませんが、現状で自分たちでクリア

できるはずの問題がなぜか余りクリアされていないという印象を受けます。公取委に何か
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やってほしいというのは何か少し話の筋が違うような、もう少し事業者側も簡単にやれる

ことはあるのではないか。それは弁護士さんの助言を聞いてということなのですけれども、

もう少し闘ってほしいという感じがします。 

○矢吹委員 最後に私も一つあります。被審人の事業者・従業員であれば、国際カルテル

では個人の弁護士が付きますから、先生がおっしゃった厚い防御方法があるかもしれませ

んが、例えば第三者の方とか、全く被審人とのコンタクトもなかなかできない方とか、そ

ういう方からもそういう話を聞きますし、もちろん中小企業を中心に弁護士が付いていな

い事業者もいますから、弁護士に聞けばいいではないかというと、なかなかそうできない

方もいるということを申し上げておきたいと思います。 

○宇賀座長 榊原委員、どうぞ。 

○榊原委員 先ほど公正取引委員会のほうから前回の私の質問に対して御回答いただいた

ことに関してなのですけれども、口頭でしたので、この秘匿特権の議論というのは、今後

も継続的に検討しなければいけないということをおっしゃっている方が多いこともあるの

で、できれば書面で整理をいただいて、懇談会の資料にしていただきたいというのがお願

いとして一点です。 

 今日は口頭で御回答いただきましたし、もちろん議事録は公表されるのですけれども、

外の人が議事録を追いかけて読むということはなかなか難しいと思いますので、非常に弁

護士会なども関心のあるテーマなので、一覧表みたいなもので整理いただけないかという

のが一点です。 

 実態解明に立証不可欠かどうかの判断ということに関して御回答いただいたのですが、

実態解明に立証不可欠かどうかとなると、おっしゃるとおり、非常に判断はすごく難しい

のですけれども、私どもの提案というのは、むしろ手続論的なことを言っていたつもりな

のです。 

 手続論というのは、立入りの場でこれは秘匿特権の対象ですと言って、そうだとか、そ

うではないとなったら封印して持って帰るなど、調査官とか、異議申立ての手続の流れが

あったと思うのですけれども、そのときにそれだけではないわけですね。 

 立入りしているわけですから、がさっと持って帰っているわけです。その日一日とか次

の日とかに段ボール箱何十箱も持って帰られていて、通常であればそこでいろいろな、例

えばカルテルだったら、いつ誰と会ったという議事録があったり、約束するメールが出て

きたり、証拠というのは幾らでもあるのだみたいなことがありましたけれども、本来、そ

れを事業者が弁護士に相談したときに説明しているだけなわけですね。 

 そうすると、裁判などになったら、本来は客観証拠のほうが強いはずなわけです。だか

ら、提出命令などをかけるとそういうものが出てくる。お持ち帰りになった後というのは、

多分半年とか１年とか、以前、調査の平均がどのぐらいだというお話をお聞かせいただき

ましたけれども、調査というのは１週間とかで終わるなんてあり得ないわけですよね。そ

うすると、持って帰って順番に10人か20人ぐらいの方で手分けして見ていくとおっしゃっ
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ていたので、であれば、実態解明でわざわざ同じものを弁護士意見書の中から取ってもし

ようがないのではないかなと思うのです。 

 これが提出命令ですし、当然そのときにどの人が担当者でということで、その後、呼び

出して供述調書をお取りになると思うのです。多分、否認だとそれが全く変わるから困る

かなと思ってああいう提案をしたのですけれども、否認でなければしゃべるわけですよね。

そうすると、しゃべった内容と弁護士に言っている内容は大きく違うかというと、その違

いはむしろ心理的なもので、弁護士に相談しているというのは、取材の秘匿権などで大沢

さんなどは詳しいと思いますけれども、秘密が守られるから頼る感じで、こうだったので

す、ああだったのですとしゃべっているということだけで、事実のエッセンスとしては、

多分、いつ誰と会ってこんな話をしたのですということですから、社内の議事録などのほ

うがむしろきれいに整理されているだろうと思いますし、供述調書の段階でも、そのこと

について聞いて答える場合には、否認でない場合にはそこに出てくるわけですね。 

 あるかないかの話かなと思うので、それを１年ぐらいかけてやっていくと、否認された

ら取れないから、では、弁護士意見書のところに行かなければいけないねという話ではな

いかなと思うのです。後々裁判になって立証どうこうというような高度な話を言ったつも

りはないので、それを前提にお答えいただきたかったなと思います。 

 開始の段階のタイミングのときになかなか判断ができないとおっしゃったのも、当然、

手続というのは並行していろいろなことをやられるので、すぐ終わるものではないから可

能なのではないかなという御提案だったということです。 

 提出命令のところでそうやってもめると取消訴訟の対象になるのではないかという御指

摘があったのですけれども、それはできないのかなと私は思っていまして、ですから、本

当に今後の裁判の中でJASRAC事件みたいに争うしか道はないので、それで何か手続が止ま

るとかということがなかろうと思ったのですが、あるのですということであれば、それが

大勢意見だということであれば、それはそれで、そういう御説明として伺っておきたいと

思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 では、村上委員、どうぞ。 

○村上委員 もう次回あたりには報告書の原案が出るのでしょうから、同じことを話すよ

りは、各委員とも是非報告書には何を入れてほしいという、そこをはっきりお願いするほ

うがむしろ早いのだろうと思います。私はいろいろ書いてきましたけれども、基本的に今

の段階で２点だけ報告書にきちんと入れてほしいという点があります。 

 １つは、秘匿特権と供述録取時の弁護士立会いが一番大きなテーマだったことは間違い

ないので、第１点目は、現行法の解釈はきちんと入れてほしい。今の事務局の整理を見て

も、前回の議論が必ずしもきれいに入っているとは私は感じなかったので、そこは入れて

ほしい。 

 現行法はあくまで行政調査のための間接強制権限を認めるのであって、任意の供述聴取、
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審尋を問わず、当然間接強制ですから、直接強制で物理力の行使はできないわけですから、

したがって、解釈上、参考人である自然人が弁護士立会いの下で供述することを求めると、

弁護士立会いは認めざるを得ないと私は現行法の解釈で言ったので、それは明確に報告書

に入れてもらいたい。最後は最高裁で決着を付ける話かも分かりません。 

 私が言っているのは、参考人の同意とか、参考人がそれでいいと言っている場合には、

密室での取調べ方式の供述聴取は許される。参考人が同意している場合には、そういう形

でやるのも別に構わない。ただし、参考人である自然人が強く求める場合には、やはり弁

護士立会いというのは認めざるを得ないだろう。そこの現行法の解釈の問題というのは是

非書き込んでもらいたい。それである程度解決するならば、そもそも弁護士立会いの問題

のかなりところは解決するのではないかと思っています。 

 ２つ目は、行政調査の在り方を考える場合には、これから先、裁量型課徴金というのは

大事な話になります。基本問題懇談会では私一人が主張したような形ですけれども、大分

この懇談会では情勢は違っているので、泉水さんとか矢吹さんは賛成してくれる感じです

し、あと、舟田先生も同意してもらえれば、少なくとも独禁法関係者は全員、裁量型課徴

金でオーケーになるという話です。どうやら中川さんだって、行政調査の手法としては決

して裁量型を入れることに反対ではないので、むしろ賛同してもらえると思っています。

ほかにも賛成してもらえる人はいると思いますので、きちんと裁量型課徴金を入れるべき

というのは記載してもらいたい。 

 裁量型課徴金を報告書にきちんと書いてもらっても、それでもずっとやっていますと、

法体系論とか時期尚早論とか結構反対説が根強いというのは事実なので、直ちに実現でき

るというほど簡単なものではないと考えています。 

 それだけに裁量型課徴金の必要性については、報告書ではきちんと記述してもらいたい。

それを入れてもらうと、少なくとも今後、導入していく大きな第一歩になることは間違い

ない。是非必要なので、それは是非お願いしたいと思います。 

 いろいろな裁量型課徴金の制度設計がありますけれども、喫緊の課題であるというのと、

今、申し上げた実現可能性を考えて、なるべく早く実現してもらうほうがいい制度だと思

います。 

 私の案は、今、考えて、現行課徴金額をそのまま上限金額として裁量性を持たせるとい

う案が、多分、実現可能性がある唯一の案になります。そうすると、上限は今と同じなの

で経済界にとっても基本的にそんなに実害になるはずはないので、そこで公正取引委員会

は裁量により事案に応じて適正な違反抑止のための制裁金額を課せるというだけの話です

から。 

 したがって、その案でまずは考えてもらってという意味では、これは経済界にも賛成し

てもらわないと、そう簡単に通るような法案ではないと思いますので、経済界にも是非同

意してもらえればありがたい。そういう意味では、裁量型課徴金というのは独占禁止法の

今後の適正な執行のため、今、議論している供述調書偏重の立証を改めて、事業者への報
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告命令を中心とするような、私はそれがあるべき大陸法系の行政調査になると思いますが、

そのためには不可欠であるし、将来、弁護士・依頼者間の秘匿特権を認めていくためにも、

やはりその辺の手続がきちんとしているから、そういう防御権なり、国際標準のルールと

いうのが全部うまく動くと思うので、そのためにも裁量型課徴金の必要性だけはきちんと

報告書に書き込んでもらいたい。 

 この２つが私の意見です。 

○宇賀座長 では、泉水委員、どうぞ。 

○泉水委員 振られましたので、私のほうでも報告書をどのように書くかという点につい

て一言だけ申し上げます。 

 基本的には村上委員と同じでして、裁量型課徴金とか確約・和解制度というものを将来

的に導入すべきであって、それが導入された段階においては、その後において、この附則

等で提案されているものを導入する大きな動機になると思いますが、そういう意味では、

中長期的な見通しとして、決してゼロ回答とか20％回答というわけではなくて、見通しは

ちゃんとあるのだと。ただし、その際には裁量型課徴金とか確約・和解制度というのが前

提になるのかなという形の報告書で、しかし１年以内に検討しなくてはいけないので、１

年以内では指針等でこれだけのことまでははっきり書けますという２段階に書くというこ

とがあり得るのではないかと思います。 

 裁量型課徴金について、もう一つ申し上げますと、景品表示法では被害者に返金すれば

課徴金が減るという制度になりそうですが、これは一種の裁量型でありますので、そうい

う意味では、将来という話ではなくて数年後にもあり得る制度だと思います。したがって、

数年後の見通しとしてこのやり方もあり得るとした上で、本年の12月までの段階では指針

にこのように書きますということになるのではないかと思います。 

 指針についても、できるだけ書けることは書いたほうがいいと思います。供述録取の弁

護士立会いは現段階では難しいとしても、例えば、リニエンシーを申請する段階では弁護

士がちゃんと立ち会いますよとか、実際に立ち会っていますよとか、あるいは立入検査開

始前には弁護士がどんどん相談等で公正取引委員会と接触していますよとか、もちろんそ

こには当然、従業員とか会社の方も一緒におられます、といったような形で書くのがいい

と思います。それがないと、現在、弁護士が全く関わっていないように見えるので、そう

ではなくて、弁護士がここまではできていますし、できますよということを指針の中では

っきり書くということがいいのではないかと思います。 

 細かいことですが、立入検査の翌日以降のコピーについては、やはり審査規則にコピー

できますと書いてあるのに、いろいろな方が、コピー機を持ち込まなくてはいけないとか

言っていますが、それについても、例えば、現在、デジカメとかスキャナーを持ち込むこ

とはできると思いますので、デジカメ等の持ち込みはできますとか、あるいは及川委員も

提案されていますが、やはり公正取引委員会が本来はコピー機を設置すべきではないかと

思います。 

24 

 



 指針の中でできるだけ書けることは書いて、中小企業の方の場合には、多分、審査手続

が分からないと思うので、それが分かるように書くというのが必要かと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 今、報告書の書き方について議論が移っているかと思いますので、弁護士・依頼者間秘

匿特権の扱い方について意見を述べたいと思います。 

 前回、座長がおまとめになったかと思いますけれども、弁護士・依頼者間秘匿特権とい

う問題について、公的な委員会で初めて議論したというのがこの懇談会であったと思いま

す。それについては、基本的な概念・背景について随分検討を加えてきたということで、

それ自体が極めて画期的なことであったと私は認識しております。 

 ですから、まず総論としては、こういう問題点を取り上げて検討の対象としたというこ

とについて、十分配慮した記載がなされるべきだと思います。 

 その上で客観的にこの会議の全体を見ておりますと、今日もそうなのでありますけれど

も、まだ不明確な点が残っているというのが現状かと思います。 

 どういうところかと申しますと、例えば、今日及川委員がお出しになりました意見書を

拝見いたしますと、１枚目の２のところで事業者と弁護士との間の通信という記述があり

まして、他方、先ほど村上委員からは、自然人が聴取を受けている際に弁護士を付けると

いうお話にも触れられていたかと思います。 

 自然人も事業者になり得ますが、ここで大きな問題となっているのは、事業者、多くの

場合は法人かと思いますけれども、その事業者の防御権をどう守るかということでありま

すが、実際に事業者の営業に係る事情聴取をされるのは自然人ですので、これまでも申し

上げてきたところですが、弁護士・依頼者間秘匿特権を検討する際の大きなネックとなっ

ていて、日本法において解決しないといけないのは、従業員の方の利益と事業者の利益と

が利益相反する際にどういうバランスを取るかという難問であり、これについては、まだ

結論が全く見えていないと思います。 

 各国の例を見ると、事業者にも従業員にも会社として弁護士を派遣するという例も紹介

されたと思いますけれども、果たしてそれでいいのかというのが議論にもなったところで

あり、今回まだ結論が出ていないということは書くべきだろうと思います。 

 もう一点、榊原委員からの御発言のところで、先ほど実態解明にとって、立証上必要不

可欠のものは特権の対象としないという御確認の発言があったわけで、それは手続法上の

考慮からだとおっしゃったと思います。 

 おおむねそうかと思いますが、お話を伺っておりますと、例えば、客観的証拠があるけ

れども、弁護士との相談を待たなければその客観的証拠の意味づけ・文脈が分からないも

のがあるということは委員も御指摘されたところだったと思います。 
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 そういたしますと、やはり供述があって初めて客観的証拠の位置づけが明らかになるわ

けですから、委員も指摘されておりましたけれども、否認がない事件ではそうかもしれま

せんが、現行制度におきまして、例えば、従業員が会社からの制裁を恐れることなく、自

分が体験した事実を述べるような制度設計があって初めてそういった御主張ができるので

はないかと思います。 

 このことは、今日初めて出たものではなくて、これまでも議論されておりましたので、

是非報告書に上げていただきたいと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 河野委員、今日短時間で消費者委員会の関係で御退席と伺っていますけれど

も、よろしいでしょうか。 

○河野委員 そうしましたら、大変申し訳ございません。別の委員会と掛け持ちしており

まして、また退席させていただきますので、私、今日はそんなわけで最初に意見を出させ

ていただきました。それに書かせていただいたことは多分御披露していただいていると思

います。 

 出させていただいたところで言いますと、今後の取りまとめの方向性とすると、やはり

１番のところはしっかりと強調したいと思っております。今回は専門家の委員の先生方が

大勢いらっしゃいます。法律の解釈に非常に知見のある先生方も大勢いらっしゃいます。

これは手続においてのテクニックの話をしているわけではなくて、そもそも独占禁止法違

反というのは広く国民に迷惑をかけているのだと。 

 今、別のところで消費税の話をしております。消費増税をどうするかといったときに、

当然税金が重たいというのもありますけれども、消費者が安心して健全な市場の中で商取

引ができる、物を買うことができる、そういう背骨になるようなこういった仕組みのとこ

ろで、この独占禁止法が何のためにあるのかというところは、私は国民の一人として、消

費者の一人としてしっかりここで申し上げておいて、ここのところずっと長い間、防御権

ということでいろいろお話になっておりますし、幾つかの点について言いますと、私も非

常に勉強になった議論が進められているとは思いましたが、まずは根本として、事業者の

方には、私たち消費者が本当に経済成長にもつながるようなちゃんとした健全で適正な市

場を保つために、しっかりとコンプライアンスを守ってやっていただきたいというところ

です。 

 先ほどから裁量型課徴金の話がありますが、実態解明権が保障されれば私もそういう形

でいいと思いますが、先ほど今井委員も言っていらっしゃったように、まだまだそれには

不明確なところもありますし、そもそも消費者がまだなかなかそこまで理解が及びません。 

 法的な解釈というのはそれぞれの方がやられるところかと思いますけれども、今回のこ

の検討では、挙げられていた論点についてしっかりと全て検討をしてきた。その結果、メ

リットとして考えられる意見、デメリット、リスクとして考えられる意見、全てをしっか

り書いていただいて、現状できる最大限の処置というところで報告書はまとめていただき
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たいと思っています。 

 次回、報告書案が出てくると思いますけれども、私自身は、今まで審査手続のところで

中小企業の方や法的知識が不十分な中で商取引をされていた方が、これを機会にしっかり

と全体像を学んでいただいて、そのための手続の概要を指針等にまとめて、そこで改めて

次の段階、村上先生が主張されているようなところに行ってほしいなと思っています。 

 まず、大原則として、今の状況は企業の防御権というよりは、適正・健全な市場を維持

するというところでしっかりと皆さんに議論をしていただきたいと思っています。 

 本当に申し訳ありません。これで私は退席させていただきますので、後は意見書に書か

せていただきました。 

 もう一点だけ。メモのことが、いただいた原案の資料ではまだ空欄になっています。こ

このところで簡単に申し上げたいのですけれども、メモに関して言うと、まず、目的をど

う考えるかだと思います。なぜメモが必要なのか、メモを取らなければいけないのか。聞

かれたことを、事実を答えればいいのであれば、なぜそこにメモというものが必要になる

のかという目的と必要性。 

 もしメモ程度ならいいというお話になって、そういう方向性になったときに、メモ程度

というのは一体何を表すのかということで、具体的な基準というのをやはり考えざるを得

なくなると思います。そうしたときに事細かに何文字以内とかこのぐらいとか、そういう

ことを決めるのは非常に困難だと思います。 

 ということは、メモを取ることの目的は何なのか、会社の防御活動に役立てるというこ

とであれば私は必要ないと思っておりますので、そのあたりの今後の皆さんの御議論を期

待したいところでございます。 

 済みません。以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、川出委員、どうぞ。 

○川出委員 報告書に何を書くかということと、指針に何を書いてもらうかということに

ついて、２点ほど意見を申し上げたいと思います。 

 まず、聴取に当たって休憩時間を取って、その休憩時間には弁護士に相談できることを

担保するという点について、このこと自体はそのとおりで結構だと思うのですけれども、

これまでの議論からすると、休憩時間に弁護士に相談できるというのは、単に休憩時間を

そのために使うことを妨げないという話ではなくて、防御権を十分に保障するという観点

から、正面から接見交通権のようなものは認めないけれども、休憩時間を利用して相談が

できるようにするという考え方から入れられたものだということが分かるような記載にし

ていただきたいと思います。 

 具体的には、ここに「きちんと休憩時間を取って」とまとめられていますけれども「き

ちんと」というのは、休憩時間の長さと頻度を指すのだと思います。弁護士と相談するた

めにはそれ相応の時間が必要なわけですので、そのような趣旨が表れるような表現にして
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いただければと思います。それが、先ほどから出ている、事件関係人が十分な防御を行う

ことを確保する観点から検討を行うという、この懇談会のミッションに応えることになる

と思います。 

 もう一つは、指針に何を書いてもらうかということに関してですが、本日及川委員から

提出された資料の３の（２）のところで、「公正取引委員会の円滑な調査を妨げない範囲

に限り」という条件の下で、聴取の録音や弁護士立会いが認められるということを記載す

べきだという御提案がなされています。 

 この点に関連して、以前に、録音・録画につき、正にここで書かれているような、円滑

な調査を妨げない範囲という条件の下で録音・録画を認めることはできないのかというこ

とを申し上げたのですが、それに対して公取委の側からは、実態解明を害さないような形

での限定された録音・録画というのはあり得ないのだというような答えがあり、それを前

提に、録音・録画は限定された範囲でも認めないという取りまとめになったのだと思いま

す。 

 もしそうだとしますと、及川委員の御提案のようなことを指針に記載しても、結局、適

用される場面が一切ないということになりますので意味がありませんし、それだけでなく、

このような記載をすることは、録音・録画を制度として入れないとしたことと整合性が取

れないと思います。ですから、前提として、録音・録画にしろ、弁護人の立会いにしろ、

実態解明を害さない形で認める余地はおよそないのだということであれば、こうしたこと

は指針に記載すべきではないと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 大沢委員、どうぞ。 

○大沢委員 ありがとうございます。 

 この懇談会で、先ほど河野委員がおっしゃったように、実態解明機能を低下させてはい

けないというところは、談合カルテルの被害者が国民全体だということを考えれば、大事

な論点だと思います。 

 一方で、今後、供述調書に依存したものから、中長期的には裁量型課徴金とか、企業側

と公取委側が協力して解明していくという方向を目指すということはあると思うのですけ

れども、現状はやはり供述調書のウェイトが大きくなっていると思います。そういった中

で、供述調書にちゃんと真実が記載されるということが実態解明を進めていく上でも重要

なのだと思います。 

 捜査当局、調査する側はどうしても最初に見立てをして、そうすると、それに反するも

のというのはなかなか目が行きにくいということはあるのだと思います。そういう結果が

検察の村木さんの事件だったと思いますし、これは私どももそう偉そうに言える立場では

なくて、メディアの側もある程度方針を持って取材しているようなときに、それと違うも

のに目が行かなくなって曇ってしまうということは、昨今、大きな問題が起きて真摯に受
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け止めているところでもあるわけです。 

 ですから、こういった調査をするときに、企業側、従業員の方の言い分をしっかり聞く、

真摯に耳を傾けるという謙虚な姿勢を持たなければいけないのだということは是非徹底し

ていただきたいし、指針にもそういった大きな方針を書き込んでいただきたいというのが

希望であります。 

 そういう意味から言うと、調書が独白形式の形になるということをよく聞くのですが、

ちょっと私が思ったのは、リニエンシーで最初に全部告白した人の調書と、かなり激しい

公取委とのやり取りやせめぎ合いがあった上でようやく認めた人の調書が、私はこうこう

でという同じ独白調書の証拠であるというのはどうなのかなと正直思っていまして、例え

ば、任意聴取でも一言一句全部再現するということではないですけれども、そういった厳

しいやり取りの聴取の中で認めたという経緯があるのであれば、そういった部分も反映す

るような調書の取り方というのも必要なのではないかなと感じた次第です。 

 今回の懇談会で大きな制度変更はないという方向性になるのであれば、なおさらこの指

針をしっかり作って、苦情申立制度等を実効性のあるものにしいてくということは大事な

ことだと私は思っています。 

 ですから、指針については、今日、かなり具体的な提案が出ましたが、最終的にお作り

になるのは公正取引委員会さんだと思いますけれども、こういったものが出たのだという

ことを受け止めていただいて、できる限り具体的に、国民の側から見ても分かりやすいよ

うな指針作りを目指していただきたいと思います。 

 苦情受付の制度というのは、実効性を担保するようなしっかりした制度にしてほしいと

いうのを強く求めたいと思います。決してお飾りのようなものになってはいけないわけで

して、完全に公取委から独立した第三者というのは難しいと思いますが、公取委の中で極

めて独立性が高い、しかもその部署がいわゆる審査官よりも格下のような部署ではなくて、

できれば格上か同格ぐらいの人員などが確保されていて、それでしっかり是正措置がなさ

れるようなものを作っていただきたいし、また、先ほど川島委員もおっしゃっていました

けれども、そういた苦情の実態とか、どう是正されたのか、きちんとその結果は公表して

いただくような形を採っていただきたいと感じているところです。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 では、舟田座長代理、どうぞ。 

○舟田座長代理 今までの御発言の中で気になった点です。 

 一つは、村上委員の意見について、現行法上、任意の供述は調べるほうと供述するほう

が話し合って条件を決めるから結構なのですが、審尋においても弁護士の立会いが権利と

して認められるということは、前回出されたペーパーにもあって、私は前回それは村上先

生の独自の解釈だと申し上げましたけれども、ここはやはりもう一度、そういうことは今

まで認められてこなかったし、根拠が薄いと私は思っています。 
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 なぜかと言いますと、半分は先ほどの今井委員の話にあるのですけれども、その弁護士

は誰の弁護士なのかということなのです。実際に今までの実務はそうですから、多くは事

業者の弁護士を念頭に置いて考えているわけです。 

 しかし、私も何回も繰り返し言っていることですけれども、供述をさせられる従業員は

後で事業者から社内制裁を受けるおそれが非常に強い。その時点で既に事業者と緊張関係

にあるわけですね。そのときに事業者の弁護士を立ち会わせるというのは、従業員にとっ

ては自分と利益が対立している者の弁護士がいつもそばにいるということであって、通常

の弁護士立会いとは違うのではないかという気がしております。 

 ですから、むしろ本来は、事業者の弁護士が来たときに、私は何とか会社の弁護士であ

って、あなたの弁護士ではありませんけれども、よろしいですかというのをきちんと説明

しなければいけない。休憩時間に弁護士と相談するのはいいですけれども、その弁護士は

会社側ですから、そのときに従業員が言ったことを、当然、後で社内制裁に使うわけです

よね。そういう難しい状況にあるのだということです。 

 ですから、会社と関係なく全く個人で弁護士を雇って、審尋に弁護士が同席していいの

ですかといったら、それは解釈上としてはあり得る。特に憲法上あり得ると思いますけれ

ども、現在は、個人で弁護士を雇うことは行われず、これからも余り想定されないので、

そういうことは事実上考える余地がないということであります。 

 もう一つは、こういう防御権の拡張について、支障になる事情が日本独自のものがあっ

て、矢吹さんがおっしゃられるように、なぜグローバルスタンダードにできないのか、と

いうことです。それは日本の特殊な独禁法の審査の仕組みにあるから、だからこそ、今日

裁量的な課徴金ということが出てきたわけですが、これも私、大分前にお話ししたことで

すけれども、もう一つは、制裁の実効性を確保するということを、私、確かパブコメで根

岸先生が強調されたことを引用して申し上げたと思います。日本の審査において、供述の

ときになぜ供述聴取が長くなるかといえば、私は知らない、覚えていないと言うから長く

なるわけですね。 

 多分、これは欧米においては調査妨害、司法妨害になるおそれがあって、実は知ってい

るのだけれども知らないと言うのは、欧米では非常に危険な発言だと思います。でも日本

は大体認められる。 

 しかも、「私は知らない」などは、第94条の虚偽の陳述にはほとんど当たらないという

か、立証が難しいというのですかね。だから実際は実効性がないのです。だから、日本は、

知らない、覚えていませんということが通ってしまう。だから、私どもがこうやって議論

しているように、長時間の執拗な任意調査がどうしても出てくるのは、そういう難しい問

題があるからということです。 

 もう一つは、弁護士・依頼者間秘匿特権を認めた場合には、これも既に議論が出ていま

すように、恐らく広範な特権の範囲というものが主張されて、それも意図的な場合と、そ

れも特権だと思っていましたという場合の両方が起こるだろう。これについても、私は制
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裁はほとんど実効性を持たないのではないかと思っていて、特権と主張することが、言わ

ば「言い得」になってしまう危険性がある。 

 そういうことで、私もなるべくグローバルスタンダードの方向に向かうべきだと思いま

すけれども、それらを解決しないとなかなか難しい。 

 今日榊原委員が何もないではないかと言われたのですけれども、私は、この半年間こう

やって勉強してきて、実は独禁法の研究者と言いながらこの点はほとんど勉強したことが

ないのです。こういうことを書いた本もない。私は大変貴重な経験をさせていただきまし

た。 

 泉水委員がおっしゃったように、今後、こういうことを非常に生かして少しずつ制度化

になるように期待したいと思います。 

○村上委員 ちょっとよろしいですか。今、舟田先生が言われたことに幾つか答えられる

ところがあるので。 

 現行法の解釈で、弁護士を付けたくないと思うならば、別に今のやり方に当該自然人、

従業員が同意すれば、それは間接強制ですから、本人の同意があれば弁護士なしで供述調

書は取れる。別にそれで何も問題はない。同意があればというのが間接強制の大前提です

から。 

 今申し上げているのは、前回挙げたように、この弁護士を連れてきて、この弁護士立会

いの下で供述したいという場合に、その弁護士が会社の弁護士であるか、自分個人の弁護

士であるか、それはその人間が選んで連れてくればいいわけで、個人の弁護士でもいいし、

会社の弁護士でもいい。それは、その人間を連れてきたいという供述する従業員が選んで、

是非同席させてくれと言われた場合に、何度も言うように、物理的な強制力はないですか

ら、その人間を無理やり自分の執務室に強引に連れ込んで聞き出すということは、これは

今の直接強制権限がないままではできないので、弁護士立会いの下での供述録取を認めざ

るを得ない。 

 もう一つ、今、舟田先生の最後のほうに、あくまで行政調査であって、企業なり事業者

に対して責任を問うための行政調査の議論をしている。確かにカルテルで個人がものすご

く違反があって、その個人の倫理的・道義的責任を問いたいと思った場合には、単純にそ

のカルテル事件を刑事告発して刑事事件にすれば、それは自然人・個人の責任が問われま

すから、そのときのおかしな供述とか何とかというのは刑事の論理で全部やってもらえば

いい話になるのであって、今、議論している現行法というのはあくまで行政調査の権限な

のであって、もし本当に個人責任を追及するのなら、それは刑事告発して刑事事件として

公正取引委員会がやれるはずですから、刑事の論理で全部やってもらえればそれで結構だ

と思います。 

○宇賀座長 矢吹委員、どうぞ。 

○矢吹委員 舟田先生は前から会社の弁護士の立会いをおっしゃっているのですが、私は

会社の弁護士の立会いを前提にしていません。ここの委員の中で、会社の弁護士が立ち会
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わなければいけないと言っている賛成派の人はいないと思うのですね。あくまで立ち会う

のは個人の弁護士の方で、それはもうアメリカでも、ヨーロッパでも、シンガポールでも、

韓国でも、どこへ行っても個人の弁護士が一緒に立ち会うということですから、会社の弁

護士が立ち会うことを前提にこの立会権の話を話すのは、今は誰もそういう意見を言って

おられないと思うのです。したがって、それは前提が違うのではないかと思います。 

 個人の弁護士をどう依頼するかは議論があると思いますけれども、日本でも、例えば橋

梁談合で個人が責任を問われたら、個人に全て弁護人が付いてちゃんと会社の弁護士と違

う人たちが代理していますから、刑事になれば同じことではないかと思います。 

○舟田座長代理 そこだけちょっと。私は大きな勘違いをしていたのですね。今までの実

務は、ほとんど事業者の弁護士が立会いを望んでいた、あるいは相談してきたということ

だったので、私はそう思い込んでいました。違うのですか。 

○矢吹委員 ２つありまして、海外で行われているそういった事情聴取等への参加は、全

部個人の弁護士です。 

 日本で行われた事例というのは、私も幾つか参加をしていますが、ほとんどが外国人で、

リニエンシーの申請をした方が事情聴取を受けるときに、個人の弁護士も立ち会うけれど

も、会社の弁護士も一緒に来てくれというアレンジメントについて、公取委と御本人も含

めて了解した上で立ち会っています。 

 国内で弁護士の立会いがある事例というのは、私の経験では、むしろ会社の代理人が一

緒に出てくれと公正取引委員会から呼ばれて、本人がなかなか言わないので、会社の弁護

士と個人の弁護士も一緒に来て２時間一緒に聞いていてくれと言われたこと以外はないの

です。ですから、そういう要望をされる会社もあるかもしれませんが、少なくともこれか

らの議論は、個人の弁護士が立ち会うということを前提にお話しいただいていいのではな

いかと私は思います。 

○舟田座長代理 済みません。任意だったらこういう人を呼んでもいいだろうかというの

があるでしょうけれども、基本的に審尋のときがやはり問題だと思うのです。審尋のとき

に会社の弁護士を同席させるというのはおかしいと私は言ったのです。 

 もう一つは、私、弁護士の倫理規定をこの懇談会が始まる前に慌てて読みましたけれど

も、利益相反という非常に厳しい規制がありますから、同じ事件で会社の弁護士が事業者

の弁護士となることはできないのではないですか。 

○矢吹委員 会社の弁護士がですか。 

○舟田座長代理 ええ。ある事件について会社の弁護士になって、それが同時に個人から

委託を受けて個人の弁護士でもあるということはできないのではないですか。 

○矢吹委員 それはあり得ます。もちろん別の弁護士です。 

○舟田座長代理 別の弁護士ですね。同一の弁護士はあり得ないですね。 

○矢吹委員 私はそう申し上げていると思います。違う人をお願いしているわけです。 

○宇賀座長 榊原委員、どうぞ。 
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○榊原委員 別の話なのですが、先ほどから指針にどのぐらい書くかとか、書く内容につ

いてのお話があるのですけれども、川島委員が御提案をされた、回数が望ましいけれども、

それが無理なのであれば原則４、５時間とか、そういうことについては、及川委員が言わ

れたように、署名の段階で訂正を申し立てても訂正してもらえなくて、執拗に呼び出され

てということが一番の問題なのだということに対しての解決策の一つにはなるかもしれな

いなと思いますので、例えば、１日当たりというような御提案であるとか、それができな

かったときの苦情に対する結果の公表とか、そういうことについては、やはり書いておく

ほうがいいのではないかと思います。 

 同じく取調べのときのメモについて、河野委員はいらっしゃらなくなりましたが、メモ

の目的とか必要性がよく分からないと。これは人によってもその目的というのは違うと思

うのですけれども、普通、戻って弁護士に相談をする。自分の記憶喚起と防御と両方ある

と思うのですが、今もこの懇談会は毎回２時間半ぐらいやられて、今、皆さんのメモの量

を見ていたのですけれども、２時間で１枚ぐらいの感じです。私も１枚なのですね。 

 結局、戻って今日は何を話したかと思ったときに意外と思い出せない。これだけリラッ

クスしたオープンな場であって、しかもプロの方がほとんどなわけです。それが従業員で

素人で、いろいろ聞かれて、複雑なことも聞かれて、事実を話すだけではないかというよ

うなことが時々出るのですけれども、実際そうなっていないというのが聴取の現場なわけ

です。こちらは審査官の調書だからということで直してもらえなくて、同じことを繰り返

し形を変えて聞かれるというようなことで、やはりそれをメモに取って弁護士に相談した

いということでしょうから、４、５時間だとほぼ記憶喚起でもちょっと厳しいだろうと思

うのです。 

 ですから、もちろん言われたことを一言一句書くとなると、おっしゃるとおり、それは

円滑な調査の障害になると思いますけれども、思い出せる程度は人によって差がちょっと

あると思うのですね。記憶喚起力の高い人と弱い人ともちろんありますから、字数でとか

はできないと思うのですけれども、その程度のもので常識の範囲ではできるということは

認めてあげるということを指針などに書いていただくといいのではないかなと思います。 

 先ほど弁護士立会いで会社のとか個人のというお話がありましたけれども、例えばリニ

エンシー申請をしているような、しゃべることを望んでいる場合には、やはり立会いなど

を認める方向でやっていただくほうがいいだろうと思いますし、解釈の話も、話しますと

言っている人の場合と否認事件というのは、やはり弁護士が立ち会うことの意味が全く違

うと思いますので、今後、そういった点も報告書とか指針に書く場合には注意をして書き

分けてほしいと思います。 

 コピー機の話を泉水委員が御指摘くださったのですが、当日できる範囲でできればいい

のですけれども、結局、量が多くてし切れないから後日になるというのが現状で、そのと

きにコピー機がないから大変だという話もありますし、やはり随分待たされるのですね。

そうすると防御とかリニエンシーの関係で１週間、２週間待たされるということで、使っ

33 

 



ているとおっしゃるのですけれども、ずっと使っているのかなというのはやはり疑問があ

って、原則３日ぐらいとか、１週間以内にはその機会を与えていただくというような常識

の範囲の基準は立てていただかないと、１週間、２週間延々待たされているということで

す。 

 以上です。 

○宇賀座長 三村委員、どうぞ。 

○三村委員 報告書のまとめ方ということなのですが、泉水委員がおっしゃったように、

中長期的な視点で書かれる部分と、基本的に今日及川委員のほうから非常に具体的な要望

事項が出てきているということなのですが、その中で早急に解決しなければいけないとい

うことがありますので、それに対しての対応というのは分けて報告書を構成されるのがい

いと思います。 

 私も裁量型課徴金制度とか和解・確約、あるいはEU型の制度に向けての検討というのは

大変大事だと思いますので、それは一つの新しい方向性、課題として報告書に記述してい

ただくということがいいと思います。 

 もう一つ、及川委員がおっしゃいましたように、現実的にいろいろな不安とか苦情等が

あるということに対して、今回の懇談会においては、このような形である意味でのガイド

ラインあるいはマニュアルを通して解決するという方向性を出したとお書きいただくとい

うことでいいと思うのですが、私としましては３点申し上げたいと思います。 

 及川委員がおっしゃいましたように、苦情が非常に多く集中的にあるところについては、

やはり何らかの改善措置は必要だと思います。 

 それに対しては公正取引委員会の中における苦情申立て、あるいは苦情に対する対応の

ための組織とか仕組みを作る。これについては、もう既に充実させるということで幾つか

御意見がございましたし、私自身も、公取委の中における一種の独立性とか、あるいは基

本的に内部監査制度に近い形できっちりしたものを作っていただく。それに対して期間を

区切って、結果を公表されるという形でおやりいただくのがいいと思います。 

 そこのところで今、意見が少し混乱しているという感じがいたしましたのは、先ほどご

ざいましたように、苦情申立ては休憩時間を取らないとか、あるいは聞き方が自分たちに

とって極めてプレッシャーを感じるようなものであるとか、そういう聴取の在り方につい

ての苦情申立て、これについては中小企業団体のほうからもいろいろ意見書が出ていたの

ですが、それに対しての対応の場として苦情申立てとか、対応の組織があるのだろう。 

 ただ、供述調書の内容とか、それに対して自分たちが訂正したいという申立てを受け付

けてくれないとか、修正してくれないとかということについては、むしろそれは別の対応

ではないかという感じがいたしました。 

 それについては先ほど御意見も幾つかあったのですけれども、そういうやり取りがあっ

たことに対してきちんと記録を残すとか、恐らくそれ自体は正に供述調書の有効性に関係

しますので、処分前手続の段階できちんとした対応があるという形の中で制度設計してい
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ただくといいのではないか。 

 これを一緒にしますと、供述調書の内容についてまで苦情申立てが入ってくると、かな

り法的な次元の話が入ってきますので、整理が必要かなという感じがいたしました。 

 ２つ目で、供述調書の写しの交付ということなのですが、これは空欄になっております

ので、一応空欄を埋めなければいけないということからしますと、供述調書の写しをすぐ

に渡すということは、基本的には調査の途中であるために認められないということでいい

と思うのです。そして処分前手続においてしっかりとしたやり取りがある。当然そこには

弁護士の方が介在されるという形で行われるということを制度上きちんと設計してくださ

ればいいのではないかと思います。 

 ３つ目に、これは私も悩んだのですが、先ほど河野委員と榊原委員から両論が出たので

すが、メモをどうするか。メモについてはメリットもあるし、デメリットもあるというこ

とで迷いました。デメリットは確かに河野委員がおっしゃったことであり、メリットは明

らかに榊原委員がおっしゃったことで、恐らく両論あると思います。 

 私自身としてはどちらかというと榊原委員の意見のほうに近くて、限定した形の中でメ

モが取れるような工夫があればいいのかなと。ただ、それについては、現状の供述聴取の

場の雰囲気が分かりませんし、絶対に難しいのだという公取委側の御意見もある。ただ何

らかの改善の措置があってもいいという意見があったという形で報告書をまとめていただ

いて、それについては、公取委の中で一度検討してほしいという形でお願いするのが適切

かと考えました。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございます。 

 泉水委員、どうぞ。 

○泉水委員 ありがとうございます。 

 各論に入っていて、今、榊原委員と三村委員の意見がありましたので、これらの論点に

ついて私なりに意見を申し上げたいと思います。 

 その前に、及川委員のところで、供述録取について、例えば１日当たり４、５時間にす

るということを指針に書くというお話でしたが、昔はともかく現在は１日当たりの時間に

ついては特に不満はないというのがヒアリング等における弁護士の方の発言のほとんどだ

と思いますので、現状で問題ないのではないかと思います。また１日当たり４時間、５時

間としますと、地方から来る方は２倍来なくてはいけないのですね。そうすると何回呼ば

れたということで公取委に更に苦情が来ると思うので、４時間、５時間と限定すると別の

問題が生じるのではないかと思います。 

 別の話で、写しの交付あるいはメモなのですけれども、これについては、前回あるいは

前々回に私自身も申し上げましたが、私もいろいろ考えたのですけれども、やはり独禁法

の特に不当な取引の制限というのは、意思の連絡の立証が一番中心部分ですよね。事業者

が相互に認識・認容しているかということが一番中心の核となる部分です。 
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 これについて、供述調書の写しが交付されて、それが会社内のいろいろな関係者に回る

とか、あるいはさらには基本合意している他の事業者にこれが回るということがやはり懸

念されます。 

 メモについてもやはり同様の問題があると思いますので、通常の刑事事件よりはこの種

の写しの交付とかメモを取るということ、それが会社内あるいは他の会社や事業者にまで

行くという危険、公取委がどういう手持ちのものを持っているかも、何時間も話していれ

ば大体分かってきますよね。これらも全部他の事業者まで行く危険を考えると、やはり慎

重であるべきではないかと思います。 

 榊原委員の最後の点ですが、リニエンシーをしている場合には弁護士が立ち会ってもい

いのではないかという話がありましたけれども、確かに立入検査開始前の一番手の場合は、

基本的には全面協力するメリットがありますので構わないと思うのです。 

 ただ、二番手以降については、もちろんリニエンシーの申請の際は弁護士が一緒に行っ

て、弁護士がいろいろと話すということになると思うのですが、その後の従業員に対する

供述録取については、ヨーロッパ等とは違って二番手以降は全面協力する必要は全くない

わけですよね。 

 以前からの公正取引委員会のお話によると、二番手以降がリニエンシーを申請したのだ

けれども、法律で求めている最低限の協力しかしないということがあるというお話だった

ので、そういう意味では、二番手以降についてはやはり一番手と同じだというわけにはい

かないのかなと。 

 細かい話で申し訳ないですけれども、以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 及川委員、どうぞ。 

○及川委員 私の意見書の１ページの２．で「事業者と弁護士との通信に関する職業上の

秘密」というところの「事業者」ですが、私も中小企業の立場で申し上げたのですけれど

も、一口に「中小企業」と言っても、その範囲の実は過半数以上は個人事業者で、第２回

で申し上げましたように、梅干しを作っているとか、そういうところでございます。中小

企業の過半数以上は個人事業者です。要するに、従業員と企業との利益相反はないという

数がボリュームとしてかなりあるということを是非御報告したいと思います。 

 もう一つ、指針を作った後はフォローアップがすごく重要だと考えております。「Plan 

Do See」を回していただいて、この指針がどれだけ中小企業の不満に効果的だったのかと

いうことだと思います。 

 と申しますのは、２段階で報告書を書くということはいいと思いますけれども、２段目

のロケットがいつ発射するのかなというところがありまして、例えばですけれども、指針

ができた３年後にフォローアップをする、もう一度こういった議論をしていただきたいと

思っています。 

 したがいまして、報告書の中には、この指針ができた後のフォローアップだとか普及だ
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とかが重要であることを是非加えていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 川島委員、どうぞ。 

○川島委員 取りまとめについて、一言申し上げます。 

 これまでの議論を通じまして、供述録取における全過程の録音・録画や弁護士の立会い、

秘匿特権について、直ちに導入するという取りまとめを行うことは難しいと認識しており

ます。 

 しかし、今回、見送ることをもって将来における導入の可能性まで否定をするというこ

とではなくて、今後、調査協力へのインセンティブ、実態解明機能を促進する仕組みにつ

いての検討が深まって、あるいはそれらが現実の制度として導入される場合には、防御権

確保の具体的な手段について再度議論をするといった取りまとめをお願いしたいと思って

おります。 

 と申しますのも、先ほど申し上げました調査協力へのインセンティブ、実態解明機能を

促進する仕組みということについては、ほとんどの方々は異論のないところだと思ってお

りますし、いずれ場を変えて本格的に議論をする必要があると思っておりますので、その

点について御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今日お話を伺っておりまして、大体の方向性として、報告書では、すぐに行うべきこと、

公取委のガイドラインの中に盛り込んで当面行うべきことと、中長期的な課題として検討

すべきことを分けるべきだというところは大体合意ができているのではないかと思います。 

 中長期的な課題として報告書に記載すべきことといたしましては、村上委員から繰り返

し御提言のありました裁量型課徴金の問題や、泉水委員から御提言いただきましたような

和解・確約の制度、こういったものについては中長期的な検討課題として報告書の中に盛

り込むということでよろしいでしょうか。 

 今日できる限り具体的にガイドラインの中に盛り込めるものは盛り込むべきであるとい

う御意見をいただきました。 

 今日いただいた御意見の中でおおむね意見が一致しているかなと思いますのは、これま

で休憩時間をちゃんと取るべきであるというお話がありましたが、当然その間に弁護士と

の相談ができるわけですけれども、これをちゃんと弁護士との相談の機会を確保する場と

して位置づける。したがって、休憩時間というものは、弁護士との相談にとって十分な長

さあるいは頻度のものであるべきだという御意見をいただきましたけれども、そこにつき

ましてはいかがでしょうか。そういう方向につきまして、特に御異論はありませんでしょ
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うか。 

○村上委員 最初のまとめのところで一点だけよろしいですか。 

 今のは結構ですが、ただ、言い回しで「中長期的」と言われると、いつでもいいのかと

いう話になるので、私が申し上げているのはむしろ喫緊の課題であって、できるだけ早く、

どんな形でもと言っても、ヨーロッパ流といって非常に高い金額を上限にするのはなかな

かできるはずもないですけれども、裁量性を入れること自体は本当に今の独禁法の執行に

とって不可欠な話になっているので、そこの「中長期」という言い回しだけはくれぐれも

よろしくお願いします。先々という意味では決してないということだけ。 

○宇賀座長 分かりました。それは気を付けるようにいたします。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 休憩を取る目的の書き方でありますが、先ほど来議論がありましたように、

個人の従業員の権利と事業者の方の権利とは違っていて、それを踏まえて書けるのであれ

ば座長のおっしゃるとおりかと思うのですけれども、個人の従業員は体験したことを話す

ということがメインでありますので、それについて格別、権利主張の問題となるのは、刑

事事件になるときは別ですが、余りないのではないかと思われますし、そういう意見も委

員の半数ぐらいの方からはあったと思いますので、そこの書きぶりは是非慎重にお願いで

きればと思います。 

○宇賀座長 川出委員、どうぞ。 

○川出委員 私が申し上げましたのは、休憩が弁護士と相談することを直接の目的とした

場として位置づけられるべきだという意味ではなくて、弁護士と相談する機会であること

に配慮した形での休憩の取り方をするということを明示してしてほしいということです。

そして、休憩も供述聴取の妨げにならないということが前提ですので、例えば、聴取を受

けている者が弁護士と３時間ぐらい相談したいと希望すれば、それをそのまま認めるべき

だというわけではありません。そうではなく、常識的にこのぐらいの時間は必要だろうと

いうことに配慮して休憩を取るというような趣旨を出していただきたいと思います。 

○宇賀座長 分かりました。そうしましたら、そこのところは休憩時間に弁護士と相談で

きるようなことも配慮した形でと、そういう形でまとめさせていただきたいと思います。 

 コピーにつきましては、業者がコピー機を持ち込まなければいけないような事態がある

ということについては、問題ではないかという御意見は大体皆さん一致しているかと思い

ますので、ちゃんとそのためのコピー機を設置して、自らコピー機を持ち込む必要性がな

いような形にするという点については、大体御意見は一致しているということでよろしい

でしょうか。 

○今井委員 確認ですけれども、確かスキャナーでの調書の複写的なものも許されている

という御説明があったと思いますので、現状の確認をしつつ、必要に応じてコピー機の利

用を簡便にするようにという勧告の在り方がいいのではないかと思います。 

○宇賀座長 分かりました。 
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 この点につきましては、そういう方向で取りまとめるということでよろしいでしょうか。 

 苦情の申立てについては現行よりも充実を図っていく必要があるということについては、

既にコンセンサスができており、そういう方向で私も取りまとめをさせていただきました

けれども、その点について、もう少し具体的に充実策を報告書に盛り込むべきではないか

という御意見をいただきました。 

 公取委に対する苦情申立てであるにしても、もっと第三者性を持たせるべきではないか

というような御意見もありました。例えば、審査担当部局以外のところが苦情申立ての窓

口になるとか、場合によっては公取委の中に第三者機関的なものを設けるとか、そういっ

た形で苦情申立ての在り方を充実させるというような御意見もあったかと思います。これ

までのまとめは、充実を図るという抽象的ものになっていますが、もう少しこれを具体化

すべきだという御意見がありましたけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

 例えば苦情の申立ての窓口を審査担当部局とは別の部局にするといった形で第三者性を

持たせるとか、そういうあたりはいかがでしょうか。御意見はございますでしょうか。 

○川島委員 よろしいですか。 

○宇賀座長 はい。 

○川島委員 今、おっしゃられたようなことが望ましいと思います。 

 私、毎度申し上げているのですが、その結果について公表するということで、一体どれ

ぐらいの頻度、どのような内容で苦情が申し立てられているのか、そのことを定期的に公

表することが、決して他意はなく、これらの適正な調査が行われるということに資するこ

とになると思いますので、その点も御検討をいただけたらと思います。 

○宇賀座長 分かりました。 

 では、苦情の申立てに関しましては、例えば、審査担当部局が苦情の受付の窓口になる

のではなくて、第三者性を持った別の部局が窓口になるといったあたりは、もうこれは報

告書に盛り込むということでよろしいでしょうか。もし御異論があれば承りたいと思いま

すが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今は「充実させる」としか書いていませんけれども、苦情の受付に関しては、審査担当

部局以外の部局が窓口になるという形で第三者性を持たせるという方向で取りまとめたい

と思います。 

 どうぞ。 

○泉水委員 「審査担当部局以外」という場合、当該審査を担当している部局以外なのか、

審査局以外かというので多分違うと思うのですが、そこのところが必ずしも明確にならな

いような気がするので、ぼやかしたほうがいいかなという気はいたします。 

○宇賀座長 はい。苦情の申立ての状況についての公表についても、今日幾つか御意見を

いただきまして、どういった苦情がどれぐらい出ていて、その結果がどうなったのかとい

うあたりについては、ちゃんと公表して透明性を確保して、説明責任を果たしていくべき

ではないかといった御意見がかなり出たと思うのですけれども、これについてはそういう
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方向で報告書に入れるということでよろしいでしょうか。 

○榊原委員 結果を公表するということについては、その数字だけではなくて、調書の修

正を申し立てても直してもらえなかったというような申立理由が分かるように公表いただ

きたいなと思います。 

○宇賀座長 そのあたりのところはいかがでしょうか。苦情の処理状況の公表の在り方に

ついて、結果を公表していくべきだということは大方の御意見かなと受け止めているので

すけれども、今もう少し具体的に、単なる数字だけではなくて苦情の申立内容も公表して

いくべきであるという御意見をいただきましたが。 

 三村委員、どうぞ。 

○三村委員 具体的な事件そのものではなくて、ある類型化された形で、こういった申立

てがあり、それに対してこういう処理が行われた。それに対して、今後こういった改善措

置が行われるというところまでは出していただいていいのではないかと思います。 

○宇賀座長 いかがでしょうか。そういうふうにある程度苦情の類型を作って、その類型

ごとに件数とか処理結果などについて公表するということですけれども、御異論はござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、それもそういう形で報告書のほうに入れる形にしたいと思います。 

 どうぞ。 

○榊原委員 コピーに関してですけれども、持っていかれた資料というのはものすごい量

になるわけです。使っているので今日はコピーができませんと１週間とか待たされるとい

うのは、全部をその日に使っているということはまずないと思うのです。例えば、その半

分とか３分の１を段ボール箱で何箱ぐらいが平均的なのか分かりませんが、50箱ぐらいな

のか、公取委の方だったら分かると思うのですけれども、使っていないものについてはそ

の日に使わせてもらえるのではないかということがあるので、そういう御配慮をいただけ

ないかなと思います。 

○宇賀座長 実際はコピー機があっても、今、使っているからだめですと言われることが

あるということですね。 

○榊原委員 はい。 

○宇賀座長 その点、いかがでしょうか。 

 公取委のほうは何か御発言になることがございますか。 

○小室公正取引委員会審査局審査企画官 先ほど来コピーを待たされるというお話がござ

いましたが、全部詳細に把握しているわけではございませんけれども、大体の場合、どう

してお待ちになることになるかと申しますと、ここでも御議論いただいたこともございま

すが、コピーをしていただくときに、公費と申しましょうか、予算を使って行っていただ

くわけにはいかないということもございますので、その是非についても御議論いただいて

いるわけですけれども、事業者の方に持ち込んでいただくという場合が多いという状況が

ございます。 
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 そのときに事業者の方々の都合で、明日は無理ですとか、明後日は無理ですとか、そう

いった話というのもございまして、そういうことでお待ちいただくということが多いとい

うのが我々の認識でございます。 

 仮にコピー機を置くということが可能になった場合ですと、余り細かい議論をするのも

いかがかと思うのですけれども、場所を確保してコピー機を置いてということになります

と、やはり事件の立入検査をした後にはかなり集中するということにはなりますので、公

取委もオフィスのスペースは限られておりますので、そういう意味で全てのコピーにすぐ

に対応するということは難しいという状況は御理解いただきたいと思います。 

○榊原委員 部屋がなければ、スキャナーを持ち込むとか、こちらでデジタルカメラで写

真を撮るとか、いろいろ方法があるので、それであればいいということですか。 

○小室公正取引委員会審査局審査企画官 スキャナーやデジカメ等につきましては、現状

におきましても禁止しているものではございませんので、そういったことを指針に書けば

いいではないかという御議論もあったと思います。そういったことについては検討できる

のではないかと思うのですが、一方で、コピーしていただくときに職員が１人か２人は立

ち会うといいましょうか、やはり証拠物でございますので、破損されたりということがあ

ったりしてはいけませんので、その場に職員が立ち会うということがございますので、ス

ペース以外にもそういった人的な制約というのはある程度あるということは御理解いただ

きたいと思います。 

○宇賀座長 これまで議論してまいりました弁護士の立会いや録音・録画の問題、弁護

士・依頼者間秘匿特権の問題につきましては、直ちに導入すべきだという提言をこの懇談

会でするだけの合意はまだできていませんが、それを否定するという趣旨ではなくて、そ

れを導入するための条件整備といいますか、これもいろいろな形で御提言いただいたわけ

ですけれども、実効性を損なわないような措置を検討する中で、今後それと併せてそうし

た検討を深めていくべきだというような形での取りまとめということになるかなと思って

おります。全面否定のようなニュアンスが出ないように、報告書の原案をまとめる際に、

そこは十分事務局に配慮していただければと思います。 

○矢吹委員 その点ですけれども、指針を作るときに、現行では認められる場合もありま

すし、将来のこととするのに加えて、実態解明とか審査に支障がない範囲で現在の公正取

引委員会の裁量で認めることがあるぐらいは、将来のワンステップとして少し指針のほう

に書いていただいたほうが、ここでの議論が次のステップにつながることになるのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○村上委員 今のところは逆に相違はないような気がします。弁護士立会いというのは少

なくとも公正取引委員会が自分の裁量で認めていいのですよと言えば、それはだめだとい

う説というのはどこにもないと思っています。 

 公正取引委員会が嫌であっても、弁護士立会いを認めないと供述聴取できない場合があ

ると私は言っているのであって、公正取引委員会が弁護士立会いを認めていいのだと言っ
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た場合に、弁護士立会いは絶対に許すべきではないという説は私は聞いたことがないので、

それは当然の前提になると思います。 

○宇賀座長 青柳委員、どうぞ。 

○青柳委員 「裁量」という言葉が不明確なのですけれども、全くの自由裁量で違法にな

る場合はあり得ないというものでしたら、むしろ指針にそれを書くと関係人に誤解を生じ

せしめることになるのではないかという気がいたします。 

 逆に何らかの秘匿特権的なものがあって、それが裁量で認められる場合があるのだとい

うことになりますと、秘匿特権を導入することに消極の意見も比較的多くあった今までの

議論の経過とは違ったものになるということで、私は「裁量」という言葉を入れることに

よって曖昧な形でガイドラインを作成することは適切ではないと考えます。 

○村上委員 失礼しました。私の言葉で勘違いさせたかもしれません。私が先ほど言いま

した「裁量で」というのは、あくまで弁護士立会いについての裁量で入れてという話であ

って、秘匿特権の話は、裁量で認める認めないの話とは違う根本的な立法の問題はあるだ

ろうと個人的には考えているので、そこのところは言いませんが、ただ弁護士立会いを認

めるかどうかということに関しては、どんな説を採ったとしても、公正取引委員会が供述

聴取を行う際に弁護士が立ち会っていいのだと言った場合に、法律上、絶対にそれが許さ

れなくてだめだという解釈はないと思いますので、弁護士立会いに関しては裁量で多分で

きるだろうなと思います。 

○宇賀座長 川出委員、どうぞ。 

○川出委員 裁量で認めるということに関して、先ほど申し上げたことの繰り返しになり

ますが、録音・録画についての議論が弁護士立会いにも当てはまるのではないでしょうか。

つまり、リニエンシー申請の場面はともかくとして、そうでない場面においては、弁護士

の立会いの下に、円滑な調査を妨げない形で事情聴取がなされるということはないのだと

いうのが公取委のお立場だったと思うのですが、そこはどうなのでしょうか。 

○山口公正取引委員会審査局企画室長 ないと申し上げています。 

 付け加えさせていただければ、リニエンシーの事前の１位の申請者の場合でさえも、要

件を満たせば簡単には欠格にならないものでございまして、その後の協力は不十分であり、

事前の１位であっても、事情聴取においては弁護士の立会いは御遠慮いただく必要がある

という運用をさせていただいております。 

○川出委員 もしそうであるとすれば、公取委が裁量で弁護士の立会いを認める場面はお

よそないということですので、それを指針に書くというのは非常に変な感じがします。理

屈の上では村上委員がおっしゃるとおりなのですが、実際問題としておよそ行われないよ

うなことを指針に記載するのは妥当なのかということです。 

○村上委員 そこは議論のいろいろあるところで、今、国際標準と言いましたが、欧米の

実務は、むしろ弁護士を入れてきちんと供述調書を取ったほうが、素人の会社の従業員と

やり取りしながら供述調書を作るよりは、しかもリニエンシーですから、会社として認め
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てちゃんとやる手続の場合、当然、弁護士を入れたほうがきちんとした自白調書ができる

から、むしろ入れるべきだというのがアメリカでもヨーロッパでも実務でやられている話

なのです。 

 だからといって、私は必ずしも全部認めてやれと言うわけではないですが、仮に公正取

引委員会が、この会社は問題ないし弁護士も問題ないので、きちんと協力してもらってい

い供述調書ができればいいと公正取引委員会がオーケーした場合には当然認めてやるので、

絶対そんなものは認められないという議論は、私、現行法の解釈のどこから出てくるのか

なという感じがします。 

 最初のリニエンシーのところでは弁護士立会いを認めながら、その後の供述調書を取る

ときは認めないとか、そういう恣意的な区別をする根拠というのはどこにあるのかなとい

う感じはいたします。 

○宇賀座長 泉水委員、どうぞ。 

○泉水委員 指針というのは、先ほども川出委員も言われたと思いますけれども、やはり

公正取引委員会が何をできるか、するかという事実を書くと思いますので、裁量でできま

すと言われたら、できるのだなとみんな思ってしまうので、少なくとも現在までの公正取

引委員会の運用を書くというのが大前提だと思うのですよね。この場で更にそれ以上のこ

とをすべきだというのであれば、それを書くというような形になりますので、事実と今後

どうするかということを分けて書かないと、非常に混乱が生じるのではないかと思います。 

 供述録取への弁護士立会いについては、私の理解したところでは、多分これまでないと

いう説明がなされ、それを覆す事実は示されていないような気がします。 

○宇賀座長 三村委員、どうぞ。 

○三村委員 同じような意見なのですが、ガイドラインとかマニュアルというのは、現実

に何ができるかということについて、合意した内容について書いていただくということで

ありますし、弁護士立会いとかいわゆる秘匿特権については、私は基本的には重要だと思

っているのですけれども、現状においてはまだ難しいという議論の中でこれまでの流れが

作られて来たと思います。 

 ですから、今回「裁量性」ということを入れることは、今、泉水委員がおっしゃいまし

たように、確かに非常に解釈が難しいですし、マニュアルとガイドラインに入れることに

ついては違和感があります。それは適当ではないと私も思います。 

○宇賀座長 榊原委員、どうぞ。 

○榊原委員 先ほど「裁量性」という言葉がどうかという話もありましたけれども、秘匿

特権については、座長からの全面否定ではないということが分かるようにという御意見は

有り難いなと思っています。 

 実際、根拠としてコンプライアンス以外については異論が出ていなかったと思うのです。

基本的な価値についても、少数意見でそれ自体を否定された意見もあったかもしれません

けれども、絶対多数の意見としてはそこも認められている。むしろ反対意見というよりは、
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その実現方法について、こういう方法だと区別ができないのではないかとか、判断が困る

とか、そういう意見は複数あったのは事実だと思うのですが、そうすると、そこの部分が

報告書でもなかなか分かりにくくなって、否定されたようになってしまっては非常に困る

という御配慮だと思うのですけれども、それが分かるようなことを何らか指針でも示して

いただけないのかなと思います。 

○宇賀座長 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 ありがとうございます。 

 青柳委員がおっしゃったことがとても大事なことだと思いますけれども、裁量で認める

というためには、実体法的に言いますと、そういう権利の根拠が明確で、どこまで使える

かということが分かった上で、その適用を行政庁に任せるということになるのだろうと思

います。 

 そうしますと、今、榊原委員の御指摘にあったように、弁護士・依頼者間秘匿特権の存

在自体については、それが望ましい権利であろうということは合意があると思いますけれ

ども、各論に行きますと全然議論が詰められていないというのが現状だと思います。 

 恐らく根拠が複数上がっているということは、それ自体、余り明確な権利ではないとい

うことを言っているようなものでありまして、根拠の優先順位を付けて、それが適用され

る範囲を詰めていくという作業がまだ残されておりますので、裁量で公取委に投げてしま

って、やってくださいというのは酷な要求であろうと思いますし、少なくともこの懇談会

での合意を反映したものではないと思っております。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 及川委員のほうから、今日の冒頭、意見書を出していただきまして、その中で特に優先

的に検討してほしい事項というのが幾つかございました。 

 その中で及川委員のペーパーですと、１の（１）の３つ目で「事業者が資料の廃棄・隠

匿等の調査妨害を行った場合には、罰則の適用があり得ることを明示すること」というの

がございますね。そういうことも知らないまま廃棄してしまって、後から罰則の適用を受

けるということがないように、そういう点については明示をしてほしいということで、非

常にごもっともな御要望かと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。 

 今井委員、どうぞ。 

○今井委員 これは結構だと思うのですけれども、そこまでガイドラインに書くかどうか

ですが、先ほど申しましたように、事業者は多くの場合は法人ですが、証拠隠滅罪には法

人処罰がありませんので、できますならば、それは事業者の活動の一環として担当した自

然人がという書き方をされたほうが正確かと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 それにつきましては、そういう方向で盛り込むということでよろしいでしょうか。 

○村上委員 今のお話の自然人にというのは当然の話ですね。刑事罰ですから、当然、自

然人以外は基本的に刑事罰の対象にはならない。 
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 私、逆にこの虚偽の陳述を行う場合に「罰則の適用があり得る」ですから、あるとは書

いていないけれども、ただ、本当にそんなことができるのかというのは私が何度も言って

いる話で、そもそも不利益供述の強制の話で、ほかに結構論文でも憲法上の疑義があると

言われているぐらいのそれが本当にできるのか。 

 公正取引委員会は実際にやったことが一度もなければ、真実そんなことを検討して検察

庁と詰めたこともないと思うので、本当にそれができるのかというのは少し考えてもらっ

て、脅しで書くような文章にするのはおかしいという気がいたしています。本当に行政調

査でどこまでできるのかという詰めの問題が出てくるのだと思います。 

○宇賀座長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今日はいろいろな御意見をいただきましたので、できる限りこれを反映した形で報告書

の原案を事務局のほうで作成していただきたいと思います。 

 もちろんこの原案に対しまして御意見をいただきまして、それを修正していくというプ

ロセスを踏んでいきたいと思います。 

 本日は長時間にわたり活発に議論していただきましてありがとうございました。 

 それでは、今回をもちまして自由討議は終わりといたしまして、これまでの議論の整理

を踏まえまして次回は報告書の素案をお示しして、それについて御議論いただくこととし

たいと存じます。 

 報告書の素案につきましては、事務局に指示して用意してもらい、次回懇談会の前に委

員の皆様にお配りしたいと存じます。 

 最後に次回の日程について、事務局から説明をお願いします。 

○品川独占禁止法審査手続検討室参事官 次回第13回の会合につきましては、11月19日、

水曜日の午後３時半からということでお願いをいたしております。 

 場所はまたこことは変わりまして、今度は８号館の８階の特別中会議室というところで

の開催を予定しております。建物が変わりますので御注意いただければと思います。 

 以上でございます。 

○宇賀座長 本日はお忙しいところをありがとうございました。 

 これにて終了いたします。 
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